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新 法
しんぽう

における「権利
けんり

擁護
ようご

」「意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

」等
とう

に関
かん

する提 言 書
ていげんしょ

 

藤
ふじ

 岡
おか

 毅
たけし

 

一
いち

 総 論
そうろん

 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の 国
こく

内法化
ないほうか

の具体化
ぐたいか

である「 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」のめざす、

「障 害 者
しょうがいしゃ

が他
ほか

のものと平 等
びょうどう

に暮
く

らす」目 的
もくてき

のための前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

のひとつは権利
けんり

擁護
ようご

の体 制
たいせい

が構 築
こうちく

されることである。 

権利
けんり

条 約
じょうやく

と基本
きほん

合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

が 確 認
かくにん

するとおり、 新 法
しんぽう

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

の 幸 福
こうふく

追 求 権
ついきゅうけん

、自己
じ こ

決 定 権
けっていけん

と固有
こゆう

の尊 厳
そんげん

を保 障
ほしょう

し（憲 法
けんぽう

第
だい

１３条
じょう

）、生 存 権
せいぞんけん

を

保 障
ほしょう

し（ 第
だい

２５ 条
じょう

）、 平 等
びょうどう

を 実 現
じつげん

し（ 第
だい

１４ 条
じょう

） 誰
だれ

もが 排
はい

除
じょ

されない

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

な社 会
しゃかい

をめざしている。 

換 言
かんげん

すれば、現 社 会
うつつしゃかい

において、尐
すく

なからぬ障 害 者
しょうがいしゃ

の固有
こゆう

の尊 厳
そんげん

がないがしろ

にされ、自己
じ こ

決 定 権
けっていけん

が満 足
まんぞく

に保 障
ほしょう

されず、市民
しみん

生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

において差別
さべつ

された

待 遇
たいぐう

を受
う

け、その生 存 権
せいぞんけん

は危
あや

うい状 態
じょうたい

にあるという認 識
にんしき

がもとにある。 

権利
けんり

擁護
ようご

システム
し す て む

の目 的
もくてき

は、これらの人 権
じんけん

が保 障
ほしょう

され、適 正
てきせい

な手続
てつづ

きが保 障
ほしょう

されること（憲 法
けんぽう

第
だい

３１条
じょう

参 照
さんしょう

）にある。 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

で暮
く

らしてきた一人
ひとり

の知的
ちてき

発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

Ａさんが今後
こんご

の人 生
じんせい

を考
かんが

え

るとする。 

ここを出
で

て、一人暮
ひとりぐ

らしをしようかどうしようか悩
なや

んでいる。 

そのとき、率 直
そっちょく

に相 談
そうだん

できる人
ひと

が身近
みぢか

にいなければ、上 記
じょうき

した権利
けんり

は存 在
そんざい

し

ないのと同義
どうぎ

である。 

施設
しせつ

の管理者
かんりしゃ

がＡさんの意思
い し

・意向
いこう

を十 分
じゅうぶん

に聞
き

くこともなく、支援
しえん

の方 策
ほうさく

をさま

ざまな角度
かくど

と立場
たちば

から検 討
けんとう

することもなく、「あなたの能 力
のうりょく

では一人暮
ひとりぐ

らしは無理
む り

だ。

一人暮
ひとりぐ

らしは金
かね

もかかり、あなたの所 得
しょとく

ではやっていけない。ここにいることがあな

たの幸
しあわ

せだ。」と押
お

さえつけるならば、それは自己
じ こ

決 定 権
けっていけん

の侵 害
しんがい

であり、Ａさんの

尊 厳
そんげん

を傷
きず

つけることに他
ほか

ならない。 

しかし、Ａさんの生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

に影 響
えいきょう

を持
も

つ施設
しせつ

管理者
かんりしゃ

に対
たい

して、障 害 者
しょうがいしゃ

Ａさん

が不利益
ふりえき

を恐
おそ

れずに率 直
そっちょく

に苦 情
くじょう

を申
もう

し入
い

れ、異議
い ぎ

を申
もう

し立
た

てることは現 実
げんじつ

には

困 難
こんなん

である。 

自
みずか

らの生 活
せいかつ

への悪
あく

影 響
えいきょう

を心 配
しんぱい

することなく、苦 情
くじょう

を解
かい

決
けっ

するために力
ちから

にな

る苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

が有 効
ゆうこう

に機能
きのう

することが必 要
ひつよう

であり、新 法
しんぽう

か社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

されなければならない。 

閉鎖
へいさ

空 間
くうかん

を支配
しはい

する管理者
かんりしゃ

から「いうことを聞
き

かないわがままなＡさん」に対
たい

す
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る有 形
ゆうけい

・無形
むけい

の虐 待
ぎゃくたい

がおこなわれることは残 念
ざんねん

ながら杞憂
きゆう

ではなく、Ａさんの

人 権
じんけん

・権利
けんり

の実 効 的
じっこうてき

な個別
こべつ

救 済
きゅうさい

を迅 速
じんそく

に行
おこな

う、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して強 制 的
きょうせいてき

法 的
ほうてき

権 限
けんげん

を行使
こうし

しうる第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

の法定化
ほうていか

が不可欠
ふかけつ

である。 

不祥事
ふしょうじ

や事件
じけん

の有無
う む

だけでなく、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

が障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

を適 正
てきせい

に保 障
ほしょう

して

いるかを独 立
どくりつ

した信 頼
しんらい

できる機関
きかん

が評
ひょう

価
か

して、公 表
こうひょう

していく仕組
し く

みを充 実
じゅうじつ

させ

ることも、人 権
じんけん

侵 害
しんがい

を予防
よぼう

し、すべての人
ひと

の選 択 権
せんたくけん

と安 心
あんしん

を支
ささ

えるために

必 要
ひつよう

である。 

そのような人 権
じんけん

侵 害
しんがい

がないように、マクロ
ま く ろ

の視点
してん

から障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

の

実 現
じつげん

に向
む

けた 政 策
せいさく

の 実 現
じつげん

を 当事者
とうじしゃ

の視点
してん

からしっかりとチェック
ち ぇ っ く

する

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の法 定
ほうてい

も不可欠
ふかけつ

である。 

居 宅
きょたく

介 助 者
かいじょしゃ

、移動
いどう

支援者
しえんしゃ

を活 用
かつよう

しながらの自立
じりつ

生 活
せいかつ

をめざして支援
しえん

申 請
しんせい

の

相 談
そうだん

を受
う

けた行 政
ぎょうせい

のケースワーカ
け ー す わ ー か

ーが「施設
しせつ

の管理者
かんりしゃ

が無理
む り

だという以 上
いじょう

、認
みと

め

られない」として、支援
しえん

申 請
しんせい

の書 式
しょしき

も渡
わた

さなかったり、申 請
しんせい

を受理
じゅり

しても放置
ほうち

し

たり、棄 却
ききゃく

した場合
ばあい

に、Ａさんの権利
けんり

を守
まも

るために闘
たたか

うアドボカシ
あ ど ぼ か し

ーもなく、権利
けんり

実 現
じつげん

のための手続
てつづ

きが保 障
ほしょう

されていなければ、結 局
けっきょく

、上 記
じょうき

「目 的
もくてき

」は実 現
じつげん

し

ない。 

裁 判
さいばん

手続
てつづ

きで争
あらそ

う権利
けんり

があることはもちろんであるが、司法
しほう

ではないが、司法
しほう

に準
じゅん

ずる、処 分 庁
しょぶんちょう

やその上 級 庁
じょうきゅうちょう

の組織
そしき

系 統
けいとう

と無縁
むえん

の独 立 性
どくりつせい

が担
たん

保
ほ

された紛 争
ふんそう

解 決
かいけつ

機関
きかん

による、 迅 速
じんそく

な権利
けんり

救 済
きゅうさい

システム
し す て む

がなければ、 新 法
しんぽう

の 潜 在 的
せんざいてき

な

対 象 者
たいしょうしゃ

は１０００万 人
まんにん

とも考
かんが

えられ、権利
けんり

実 現
じつげん

の担保
たんぽ

が存 在
そんざい

しないことに等
ひと

し

い。 

しかし、現 状
げんじょう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法下
しえんほうか

の「行 政
ぎょうせい

不服
ふふく

審査
しんさ

制度
せいど

」は、それを経 験
けいけん

し

てきた障 害 者
しょうがいしゃ

やその代理人
だいりにん

弁護士
べんごし

の実 感
じっかん

を率 直
そっちょく

にいえば、行 政
ぎょうせい

同士
どうし

の馴
な

れあい、

庇
かば

い合
あ

いにより、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

実 現
じつげん

を阻
そ

止
よ

し、断 念
だんねん

させる機能
きのう

を果
は

たしており、

誇 張
こちょう

抜
ぬ

きで「根 本 的
こんぽんてき

制度
せいど

改 革
かいかく

」を実施
じっし

する必 要 性
ひつようせい

がある。 

「措置
そ ち

から契 約
けいやく

へ」の変 革
へんかく

に伴
ともな

い強 調
きょうちょう

されるようになった「権利
けんり

擁護
ようご

」の用語
ようご

で

あるため、とかく、民 間 事
みんかんこと

業 者
ぎょうしゃ

と「利用者
りようしゃ

」との間
あいだ

の「福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

契 約
けいやく

の

民 事 上
みんじじょう

の権利
けんり

」を守
まも

ることが「権利
けんり

擁護
ようご

」の意味
い み

だと履
は

き違
ちが

えられることは大
おお

き

な過
あやま

ちである。 

憲 法 上
けんぽうじょう

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

としての権利
けんり

、人 間
にんげん

としての尊 厳
そんげん

の保 障
ほしょう

と実 現
じつげん

の

擁護
ようご

が権利
けんり

擁護
ようご

の本 質
ほんしつ

であることが改
あらた

めて確 認
かくにん

されるべきである。 

Ａさんの人 生
じんせい

設 計
せっけい

における選 択
せんたく

を、とりわけ知的
ちてき

発 達
はったつ

に障 害
しょうがい

を持
も

つ本 人
ほんにん

の
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意思
い し

と力
ちから

を引
ひ

き出
だ

し、自己
じ こ

実 現
じつげん

のアドバイザ
あ ど ば い ざ

ーとなり、ときに大
おお

きな力
ちから

を持
も

つ相手
あいて

に

も ひ る ま ず 、 人 権
じんけん

感 覚
かんかく

を も っ て 権利
けんり

擁護
ようご

し て い く 、 アドボカシー兼
あ ど ぼ か し ー け ん

パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の制度
せいど

を構 築
こうちく

し、人 材
じんざい

を育 成
いくせい

していくことなくして、

上 記
じょうき

の様 々
さまざま

な仕組
し く

みは現 実
げんじつ

には機能
きのう

しない。 

「意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

」の必 要 性
ひつようせい

が自覚
じかく

され始
はじ

めているが、率 直
そっちょく

にいって、現 行
げんこう

で

この国
くに

にはそのような仕組
し く

みも取
と

り組
く

みも尐
すく

なくとも制度
せいど

としてはほとんど確 立
かくりつ

し

ていない。 

つまり、従 来
じゅうらい

の制度
せいど

にとらわれることなく、新
あら

たに創 設
そうせつ

する必 要
ひつよう

があるのであ

る。 

しかもそこでは、１対
たい

１の特 定
とくてい

の一人
ひとり

の擁護者
ようごしゃ

の力
ちから

で成
な

し遂
と

げられるものではな

く、地域
ちいき

全 体
ぜんたい

で、さまざまな立場
たちば

・職 種
しょくしゅ

の協 同
きょうどう

チーム
ち ー む

支援
しえん

体 制
たいせい

との重 層 的
じゅうそうてき

な仕組
し く

みを構 築
こうちく

することが求
もと

められる。 

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

創 設
そうせつ

に合
あ

わせて、明治
めいじ

以来
いらい

の民 法
みんぽう

の禁治産
きんちさん

制度
せいど

を変 容
へんよう

させて開始
かいし

された成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は、１０年
ねん

の間
あいだ

に様 々
さまざま

な実 践
じっせん

が積
つ

み重
かさ

ねられてきた

積 極 的
せっきょくてき

経 験
けいけん

を活
い

かしながらも、今 回
こんかい

の制度
せいど

改 革
かいかく

を機会
きかい

に、尐
すく

なくとも障 害 者
しょうがいしゃ

に関
かん

しては、知的
ちてき

・発 達
はったつ

・精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

システム
し す て む

として生
う

まれ変
か

わ

るために根 本 的
こんぽんてき

な見直
みなお

しを行
おこな

うべきと考
かんが

える。 

そのためには推 進
すいしん

会議
かいぎ

の枠
わく

にとどまらず、法 務 省
ほうむしょう

、最 高 裁
さいこうさい

、成 年
せいねん

後 見
こうけん

学 会
がっかい

、

日
にち

弁 連
べんれん

、司法
しほう

書士会
しょしかい

、社 会
しゃかい

福祉士会
ふくししかい

、自治体
じちたい

はもとより、広
ひろ

く国 民 的
こくみんてき

な議論
ぎろん

の

中
なか

で制度
せいど

設 計
せっけい

と実施
じっし

を考
かんが

える必 要
ひつよう

がある。 
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二
に

  モニタリング
も に た り ん ぐ

（検 証
けんしょう

）機関
きかん

の強 化
きょうか

を法定化
ほうていか

するべき 

政 策
せいさく

実 現
じつげん

を検
けん

証
しょう

するモニタリング
も に た り ん ぐ

（検 証
けんしょう

）機関
きかん

の強 化
きょうか

による権利
けんり

全 体
ぜんたい

の

底上
そこあ

げを 

１ モニタリング
も に た り ん ぐ

機能
きのう

を強 化
きょうか

するべきこと 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の基本
きほん

理念
りねん

は，障 害 者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

と 平
びょう

等
どう

に地域
ちいき

で生 活
せいかつ

しうるこ

とを権利
けんり

として保 障
ほしょう

することである。 

この理念
りねん

を真
まこと

に実 現
じつげん

させるためには，施策
しさく

実 行
じっこう

のプロセス
ぷ ろ せ す

において 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が参 画
さんかく

し，その意見
いけん

が反 映
はんえい

されることが最
もっと

も早 道
はやみち

である。 

従
したが

って，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自身
じしん

を中 心
ちゅうしん

として，新 法
しんぽう

の改 革
かいかく

の理念
りねん

が達 成
たっせい

できて

いるかを丁 寧
ていねい

に検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

するためのモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の設置
せっち

が不可欠
ふかけつ

である。 

政 策
せいさく

、計 画
けいかく

が着 実
ちゃくじつ

に実施
じっし

されているかを検 証
けんしょう

することと、検 証
けんしょう

により得
え

ら

れた問 題 点
もんだいてん

を議会
ぎかい

や行 政
ぎょうせい

の政 策
せいさく

遂 行
すいこう

部署
ぶしょ

に指摘
してき

、勧 告
かんこく

し、具体的
ぐたいてき

な改 善
かいぜん

策
さく

を提
てい

起
き

していくことが役 割
やくわり

である。 

従 来
じゅうらい

、統 計 的
とうけいてき

な数値
すうち

の報 告
ほうこく

の場
ば

として形骸化
けいがいか

してきた機関
きかん

の根 本 的
こんぽんてき

見直
みなお

し

が必 要
ひつよう

である。 

２ モニタリング
も に た り ん ぐ

（検 証
けんしょう

）機関
きかん

のあり方
かた

 

 (1) 設置
せっち

の目 的
もくてき

 

上 述
じょうじゅつ

したように，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

設置
せっち

の目 的
もくてき

は，障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で 平
びょう

等
どう

に暮
く

らすという権利
けんり

を保 障
ほしょう

するという新 法
しんぽう

の基本
きほん

理念
りねん

が真
しん

に実 現
じつげん

されようと

しているか否
いな

かを検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

するとともに，より適 切
てきせつ

な手 法
しゅほう

・運 用
うんよう

の選 択
せんたく

を勧 告
かんこく

することである。  

すなわち，施策
しさく

の検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

及
およ

び施策
しさく

の提 言
ていげん

、その提 言
ていげん

が実 行
じっこう

され、活
い

かされているかを検 証
けんしょう

するという、「政 策
せいさく

部署
ぶしょ

からの報 告
ほうこく

→ 検 証
けんしょう

機関
きかん

の

評 価
ひょうか

・分 析
ぶんせき

・問 題 点
もんだいてん

抽 出
ちゅうしゅつ

→検 証
けんしょう

機関
きかん

からの改 善
かいぜん

勧 告
かんこく

→政 策
せいさく

部署
ぶしょ

による

実 践
じっせん

→同 報 告
どうほうこく

→検 証
けんしょう

機関
きかん

の評 価
ひょうか

→」という「検 証
けんしょう

→実 践
じっせん

」の繰
く

り返
かえ

しに

より、当 該
とうがい

地域
ちいき

全 体
ぜんたい

の権利
けんり

を底上
そこあ

げすることが，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

が有
ゆう

すべき

本 質 的
ほんしつてき

機能
きのう

である。 

(2) 組織
そしき

・運 営
うんえい

，委員
いいん

の構 成
こうせい

 

現 行
げんこう

機関
きかん

のうち，モニタリング
も に た り ん ぐ

機能
きのう

を果
は

たしうる機関
きかん

としては，障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

における障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

（2011年
ねん

基本法
きほんほう

一部
いちぶ

改 正
かいせい

により廃止
はいし

予定
よてい

），障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

一部
いちぶ

改 正
かいせい

に基
もと

づく自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

があるがいず

れも委員
いいん

の構 成
こうせい

において障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の割 合
わりあい

が尐
すく

なく，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

の
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聴 取
ちょうしゅ

・反 映
はんえい

が十 分
じゅうぶん

とは言
い

えない。新 設
しんせつ

するモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

では，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が委員
いいん

の過半数
かはんすう

を占
し

めるよう配 慮
はいりょ

すべきである。 

また，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の運 営
うんえい

においても，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が主 体 的
しゅたいてき

に関
かん

与
よ

す

べきである。現 行
げんこう

の両 協
りょうきょう

議会
ぎかい

は，施策
しさく

内 容
ないよう

の説 明
せつめい

に終 始
しゅうし

しており，施策
しさく

に対
たい

する十 分
じゅうぶん

な意見
いけん

交 換
こうかん

を行
おこな

った上
うえ

で施策
しさく

を検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

するには至
いた

っていない。

これは，行 政
ぎょうせい

職 員
しょくいん

が事務局
じむきょく

を勤
つと

め，開 催
かいさい

次第
しだい

を調 製
ちょうせい

していること（いわば

行 政
ぎょうせい

職 員
しょくいん

によるお膳立
ぜんだ

て）による弊 害
へいがい

と言
い

える。委員
いいん

の構 成
こうせい

のみならず，

事務局
じむきょく

においても障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を中 心
ちゅうしん

に据
す

えることによって，施策
しさく

の検 証
けんしょう

・

評 価
ひょうか

というモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

設置
せっち

の目 的
もくてき

に即
そく

した運 営
うんえい

が実 現
じつげん

されるものと

考
かんが

える。なお，この事務局
じむきょく

となる障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

については常 勤
じょうきん

とすべきである。 

(3) 実 効 性
じっこうせい

確保
かくほ

のための手 法
しゅほう

 

機関
きかん

の機動性
きどうせい

とモニタリング
も に た り ん ぐ

の「改 善
かいぜん

勧 告
かんこく

→実 践
じっせん

」の実 効 性
じっこうせい

を確保
かくほ

する

ため，施策
しさく

実 行
じっこう

の最
さい

小 単 位
しょうたんい

である市 町 村
しちょうそん

においてもモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

を必置
ひっち

機関
きかん

とし，具体的
ぐたいてき

なケース
け ー す

やニーズ
に ー ず

に 基
もと

づいた討議
とうぎ

を 行
おこな

うべきである。

モニタリング
も に た り ん ぐ

の機動性
きどうせい

という観 点
かんてん

からすると，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の中
なか

にテーマ
て ー ま

ご

とのプロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

（ＰＴ）を設
もう

け，当 該
とうがい

地域
ちいき

の実 例
じつれい

に基
もと

づいた分 析
ぶんせき

・

検 討
けんとう

を行
おこな

うべきである。 

市 町 村
しちょうそん

・都道府県
とどうふけん

・国
くに

に設置
せっち

されたそれぞれのモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

において施策
しさく

の検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

を行
おこな

い，それぞれの施策
しさく

にモニタリング
も に た り ん ぐ

の結果
けっか

を反 映
はんえい

させるの

はもちろんであるが，上 位
じょうい

にあるモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

は，下位
か い

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

が

行
おこな

った検 証
けんしょう

・評 価
ひょうか

・反 映
はんえい

の結果
けっか

を吸
す

い上
あ

げ，より高次
こうじ

の政 策
せいさく

立 案
りつあん

に活 用
かつよう

す

べきである（ボトムアップ型
ぼ と む あ っ ぷ が た

）。 

そして，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の議事
ぎ じ

が施策
しさく

内 容
ないよう

の説 明
せつめい

のみで終
お

わらないように

するためには，一 定
いってい

の開 催
かいさい

頻度
ひんど

を確保
かくほ

することも必 要
ひつよう

である。より頻
ひん

回
かい

に

開 催
かいさい

することが機関
きかん

の活 動
かつどう

の活発化
かっぱつか

につながることからすれば，国
くに

に設置
せっち

され

るモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

であっても四
し

半期
はんき

に一度
いちど

程度
ていど

の開 催
かいさい

は確保
かくほ

したいところであ

る。 

また，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

に一 定
いってい

の権 限
けんげん

を付与
ふ よ

することも，その提 言
ていげん

の実 現
じつげん

には不可欠
ふかけつ

である。具体的
ぐたいてき

には，関 係
かんけい

機関
きかん

に対
たい

する調 査
ちょうさ

権 限
けんげん

，提 言
ていげん

が実 現
じつげん

されない場合
ばあい

の勧 告
かんこく

権 限
けんげん

，施策
しさく

の評 価
ひょうか

や勧 告
かんこく

内 容
ないよう

についての公 表
こうひょう

権 限
けんげん

が，

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

に付与
ふ よ

されるべき基本的
きほんてき

な権 限
けんげん

である。 

現 実
げんじつ

に裏打
うらう

ちされた勧 告
かんこく

にするため、モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

には、福祉
ふくし

の現場
げんば

に
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入
はい

っての調 査
ちょうさ

の権 限
けんげん

も明記
めいき

するべきである。 

なお，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

による勧 告
かんこく

の対 象
たいしょう

は施策
しさく

の実 行
じっこう

主 体
しゅたい

である行 政
ぎょうせい

機関
きかん

（自治体
じちたい

の長
ちょう

や政府
せいふ

）にすべきであるが，改 善
かいぜん

提 言
ていげん

の対 象
たいしょう

は施策
しさく

の立 案
りつあん

機関
きかん

（地方
ちほう

議会
ぎかい

や国 会
こっかい

の委員会
いいんかい

）にすべきである。モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

による新
あら

た

な施策
しさく

の改 善
かいぜん

提 言 先
ていげんさき

を施策
しさく

の立 案
りつあん

機関
きかん

とすることで，提 言
ていげん

を迅 速
じんそく

かつ

確 実
かくじつ

に施策
しさく

へ反 映
はんえい

することができる。 

(4) 具体的
ぐたいてき

なモニタリング
も に た り ん ぐ

実 践
じっせん

のイメージ
い め ー じ

 

ここで，「就 労
しゅうろう

支援
しえん

施策
しさく

から一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
いこう

」という具体的
ぐたいてき

な課題
かだい

を例
れい

に，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

がどのように機能
きのう

するかをシミュレート
し み ゅ れ ー と

してみよう。 

まず， 市 町 村
しちょうそん

レベル
れ べ る

のモニタリング
も に た り ん ぐ

から 考
かんが

える。 市 町 村
しちょうそん

に設置
せっち

された

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

のＰＴにおいて，施策
しさく

や計 画
けいかく

に基
もと

づいて当 該
とうがい

地域
ちいき

で行
おこな

われて

いる就 労
しゅうろう

支援
しえん

の実 態
じったい

を分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

する。必 要
ひつよう

があれば，関 係
かんけい

各機関
かくきかん

に対
たい

して情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を求
もと

め，調 査
ちょうさ

を行
おこな

う。ケース
け ー す

検 討
けんとう

の中
なか

で，一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への

移行
いこう

が計 画
けいかく

通
とお

りに進
すす

まない要 因
よういん

を抽
ちゅう

出
しゅつ

し，それがケース
け ー す

固有
こゆう

の問 題
もんだい

である

のか，当 該
とうがい

地域
ちいき

一 般
いっぱん

に存 在
そんざい

する問 題
もんだい

であるのかを明 確
めいかく

にする。 

当 該
とうがい

地域
ちいき

一 般
いっぱん

に存 在
そんざい

する問 題
もんだい

であることが明
あき

らかになった場合
ばあい

は，その

問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するために適 切
てきせつ

な手 法
しゅほう

を検 討
けんとう

する。現 状
げんじょう

において適 切
てきせつ

な

手 法
しゅほう

が採
と

られていない原 因
げんいん

が施策
しさく

や計 画
けいかく

の実 現
じつげん

の遅
おく

れなどにあるときは，

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

として，市 町 村
しちょうそん

に対
たい

し，勧 告
かんこく

を行
おこな

うことになる。一 方
いっぽう

，

適 切
てきせつ

な手 法
しゅほう

が採
と

られていない原 因
げんいん

が，専
もっぱ

ら施策
しさく

や計 画
けいかく

の策 定
さくてい

そのものにあ

るときは，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

として，市 町 村
しちょうそん

議会
ぎかい

に対
たい

し，適 切
てきせつ

な施策
しさく

・計 画
けいかく

を策 定
さくてい

するよう提 言
ていげん

を行
おこな

うことになる。 

そして，市 町 村
しちょうそん

が勧 告
かんこく

に従
したが

わなかった場合
ばあい

や，市 町 村
しちょうそん

議会
ぎかい

が提 言
ていげん

を容
い

れ

た 適 切
てきせつ

な施策
しさく

を 立 案
りつあん

しなかった場合
ばあい

は， 市 町 村
しちょうそん

や議会
ぎかい

の任務
にんむ

懈怠
けたい

を，

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

が市 町 村
しちょうそん

の広報誌
こうほうし

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

などで公 表
こうひょう

し，勧 告
かんこく

や

提 言
ていげん

の速
すみ

やかな反 映
はんえい

を促
うなが

す。 

上 述
じょうじゅつ

したように，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

はもちろんのこと，機関
きかん

の運 営
うんえい

を担
にな

う

事務局
じむきょく

においても，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が構
こう

成 員
せいいん

の中 核
ちゅうかく

を占
し

めることになる。ケース
け ー す

の分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

や，何
なに

が適 切
てきせつ

な施策
しさく

となりうるかについて，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自身
じしん

が

参 画
さんかく

し，その意見
いけん

や実 感
じっかん

が反 映
はんえい

されることが肝 要
かんよう

である。 

上 記
じょうき

の例
れい

を考
かんが

えれば、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が進
すす

まない原 因
げんいん

や対 策
たいさく

として 

・通 勤
つうきん

介 助
かいじょ

の保 障
ほしょう

施策
しさく

がない制度
せいど

の貧 困
ひんこん
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・就 労 後
しゅうろうご

のジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

制度
せいど

の貧 困
ひんこん

 

・一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

の理解
りかい

不足
ふそく

 

・障 害 者
しょうがいしゃ

に適
てき

した事 業
じぎょう

の発 注
はっちゅう

の促 進
そくしん

の必 要
ひつよう

 

・成 功
せいこう

事例
じれい

の共 有 化
きょうゆうか

、周 知
しゅうち

 

・学 校
がっこう

と企 業
きぎょう

との連 携
れんけい

の強 化
きょうか

 

・福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

の改 善
かいぜん

 

等 々
とうとう

、原 因
げんいん

や対 策
たいさく

は様 々
さまざま

な角度
かくど

、分野
ぶんや

に及
およ

ぶことが分
わ

かる。 

そうである以 上
いじょう

、「障 害
しょうがい

福祉
ふくし

部署
ぶしょ

」に留
と

まらず、行 政
ぎょうせい

全 体
ぜんたい

を通
とお

す共 有
きょうゆう

課題
かだい

、

地域
ちいき

住 民
じゅうみん

全 体
ぜんたい

に共 有 化
きょうゆうか

される取
と

り組
く

みが不可欠
ふかけつ

であることが明
あき

らかであり、

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

は常
つね

にそうして視点
してん

にたって活 躍
かつやく

することが求
もと

められる。 

都道府県
とどうふけん

レベル
れ べ る

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

についても，機関
きかん

としての基本
きほん

構 造
こうぞう

は

市 町 村
しちょうそん

レベル
れ べ る

のものと同 様
どうよう

であるが，ケース
け ー す

検 討
けんとう

に根
ね

ざした市 町 村
しちょうそん

レベル
れ べ る

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

とは異
こと

なり，市 町 村
しちょうそん

レベル
れ べ る

での勧 告
かんこく

や提 言
ていげん

の内 容
ないよう

を

集 約
しゅうやく

して分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

する役 割
やくわり

が中 心
ちゅうしん

となる。ここでは，当 該
とうがい

勧 告
かんこく

・提 言
ていげん

の内 容
ないよう

が当 該
とうがい

市 町 村
しちょうそん

固有
こゆう

の問 題
もんだい

であるのか，当 該
とうがい

都道府県
とどうふけん

全 域
ぜんいき

に 共
きょう

通
つう

して存 在
そんざい

する問 題
もんだい

であるのかを明 確
めいかく

にし，その問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するために

適 切
てきせつ

な手 法
しゅほう

を検 討
けんとう

する。適 切
てきせつ

な手 法
しゅほう

を設 定
せってい

した後
あと

は，市 町 村
しちょうそん

レベル
れ べ る

の

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

と同 様
どうよう

に，勧 告
かんこく

か提 言
ていげん

かを選 択
せんたく

して行 動
こうどう

することになる。 

国
くに

レベル
れ べ る

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

は，都道府県
とどうふけん

レベル
れ べ る

のモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

が果
は

たす

役 割
やくわり

をさらに拡 大
かくだい

させたものとなる。こうして，政 策
せいさく

課題
かだい

がボトムアップ
ぼ と む あ っ ぷ

され，

国
くに

レベル
れ べ る

においても，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を反 映
はんえい

し，より実 情
じつじょう

に即
そく

した施策
しさく

の

立 案
りつあん

・実 行
じっこう

が確保
かくほ

されることになるのである。 

 

３ 現 行
げんこう

機関
きかん

との関 係
かんけい

（障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

委員会
いいんかい

） 

モニタリング
も に た り ん ぐ

機能
きのう

を果
は

たしうる現 行
げんこう

機関
きかん

としては，障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

（障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

）が存
そん

した。国
くに

や都道府県
とどうふけん

は，障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

案
あん

の策 定
さくてい

に

当
あ

たり，障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

の意見
いけん

を聴
き

かなければならないとされ，内閣府
ないかくふ

に

より中 央
ちゅうおう

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

が，都道府県
とどうふけん

及
およ

び政 令
せいれい

指定
してい

都市
と し

により地方
ちほう

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

がそれぞれ設置
せっち

された。しかし，協 議
きょうぎ

結果
けっか

を反 映
はんえい

させ

るための仕組
し く

みの欠 如
けつじょ

や開 催
かいさい

頻度
ひんど

の尐
すく

なさ（中 央
ちゅうおう

は年
とし

１回
かい

程度
ていど

，地方
ちほう

は年
とし

２

回
かい

程度
ていど

）から，障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

が，意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

のための機関
きかん

という位置
い ち

づ

けを超
こ

えることはなかった。 
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2011年
ねん

の障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の一部
いちぶ

改 正
かいせい

により，障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

は廃
はい

止
よ

され，障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

委員会
いいんかい

等
とう

の新
あら

たな機関
きかん

が設置
せっち

されることになった。従 前
じゅうぜん

の

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

との比較
ひかく

において，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

としての実 効 性
じっこうせい

の

点
てん

で積 極
せっきょく

評 価
ひょうか

できるが，下記
か き

のとおり，未
いま

だ不 十 分
ふじゅうぶん

・不明確
ふめいかく

な点
てん

も散 見
さんけん

さ

れる。 

(1) 市 町 村
しちょうそん

では必置
ひっち

機関
きかん

とはされていない 

一部
いちぶ

改 正
かいせい

では，内閣府
ないかくふ

に障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

委員会
いいんかい

が，都道府県
とどうふけん

及
およ

び政 令
せいれい

指定
してい

都市
と し

に合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

が設置
せっち

されることになっている（３０条
じょう

１項
こう

，３４条
じょう

１項
こう

）。

しかし，施策
しさく

実 行
じっこう

の最
さい

小 単 位
しょうたんい

である市 町 村
しちょうそん

については，障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推 進
すいしん

委員会
いいんかい

と同
おな

じく，その設置
せっち

が義務
ぎ む

づけられてはいない。 

具体的
ぐたいてき

なケース
け ー す

やニーズ
に ー ず

の分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

を行
おこな

うことが，モニタリング
も に た り ん ぐ

をより

精緻
せいち

なものにするのであり，このような分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

は，市 町 村
しちょうそん

という単
たん

位
くらい

に

おいてこそ可能
かのう

になるものである。 

(2) 各モニタリング
か く も に た り ん ぐ

機関
きかん

の関 係 性
かんけいせい

が不明確
ふめいかく

である 

上 述
じょうじゅつ

したとおり，政 策
せいさく

課題
かだい

がボトムアップ
ぼ と む あ っ ぷ

されることで，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自身
じしん

の

意見
いけん

を反 映
はんえい

し，より実 情
じつじょう

に即
そく

した施策
しさく

の立 案
りつあん

・実 行
じっこう

が確保
かくほ

されることになる

と考
かんが

えるが，改 正 法
かいせいほう

では，内閣府
ないかくふ

が設置
せっち

する障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

委員会
いいんかい

が障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

の立 案
りつあん

に際
さい

しての意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

機関
きかん

，都道府県及
およぶ

び政 令
せいれい

指定
してい

都市
と し

が

設置
せっち

する合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

が都道府県
とどうふけん

障 害 者
しょうがいしゃ

計 画
けいかく

を策 定
さくてい

するに際
さい

しての意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

機関
きかん

と位置
い ち

づけられているだけで，障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

委員会
いいんかい

と都道府県
とどうふけん

等
とう

の

合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

との関 係 性
かんけいせい

が不明
ふめい

であり，実 効 性
じっこうせい

確保
かくほ

の面
めん

で不安
ふあん

がある。 

(3) 運 営
うんえい

についての事項
じこう

が明 確
めいかく

でない 

適 切
てきせつ

なモニタリング
も に た り ん ぐ

を行
おこな

うために，機関
きかん

においては障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が委員
いいん

の

過半数
かはんすう

を占
し

めるべきであるが，改 正 法
かいせいほう

では，政 策
せいさく

委員会
いいんかい

（もしくは合議制
ごうぎせい

の

機関
きかん

）の人 選
じんせん

において，障 害 者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を聴
き

いて実 情
じつじょう

を踏
ふ

まえられるよう配 慮
はいりょ

すべき義務
ぎ む

が課
か

されてはいるが（３１条
じょう

２項
こう

，３４条
じょう

２項
こう

），政 策
せいさく

委員会
いいんかい

（も

しくは合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

）の組織
そしき

及
およ

び運 営
うんえい

に関
かん

し必 要
ひつよう

な事項
じこう

は政 令
せいれい

もしくは

条 例
じょうれい

に委任
いにん

されており，現時点
げんじてん

では明 確
めいかく

になっていない。 

また，政 策
せいさく

委員会
いいんかい

の事務
じ む

については，内閣府
ないかくふ

の所 掌
しょしょう

事務
じ む

とされているが

（改 正
かいせい

内閣府
ないかくふ

設置法
せっちほう

），モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の運 営
うんえい

においても，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が

主 体 的
しゅたいてき

に関与
かんよ

できるよう事務局
じむきょく

の体 制
たいせい

を整
ととの

えるべきである。 

(4) 機関
きかん

に対
たい

する権 限
けんげん

付与
ふ よ

が不 十 分
ふじゅうぶん

である 
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基本法
きほんほう

改 正 法
かいせいほう

によれば，内閣府
ないかくふ

に設置
せっち

される政 策
せいさく

委員会
いいんかい

には調 査
ちょうさ

・

監視
かんし

・内 閣
ないかく

総理
そうり

大 臣
だいじん

または関 係
かんけい

各
かく

大 臣
だいじん

に対
たい

する勧 告
かんこく

の権 限
けんげん

が付与
ふ よ

されて

おり，勧 告
かんこく

を受
う

けた各 大 臣
かくだいじん

には，勧 告
かんこく

に基
もと

づき講
こう

じた施策
しさく

について政 策
せいさく

委員会
いいんかい

への報 告
ほうこく

義務
ぎ む

が課
か

される（３０条
じょう

，３２条
じょう

）。一 方
いっぽう

，都道府県
とどうふけん

及
およ

び政 令
せいれい

指定
してい

都市
と し

に設置
せっち

される合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

については，調 査
ちょうさ

審議
しんぎ

・監視
かんし

の役 割
やくわり

しかな

く，勧 告
かんこく

権 限
けんげん

を付与
ふ よ

されていない。これは，任意
にんい

に設置
せっち

される市 町 村
しちょうそん

におけ

る合議制
ごうぎせい

の機関
きかん

についても同 様
どうよう

であり，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

としての実 効 性
じっこうせい

に

疑問
ぎもん

がある。 

また，上 述
じょうじゅつ

したとおり，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

としての実 効 性
じっこうせい

を確保
かくほ

するために

は，政 策
せいさく

立 案
りつあん

機関
きかん

に対
たい

して提 言
ていげん

を行
おこな

う権 限
けんげん

も付与
ふ よ

されるべきであるだけで

なく，モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

による勧 告
かんこく

や提 言
ていげん

を無視
む し

・軽視
けいし

した場合
ばあい

のサンクション
さ ん く し ょ ん

として，公 表
こうひょう

の権 限
けんげん

も付与
ふ よ

されるべきである。 

４ 現 行
げんこう

機関
きかん

との関 係
かんけい

（自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

） 

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（自立
じりつ

支援法
しえんほう

８９条
じょう

の２。一部
いちぶ

改 正
かいせい

により法制化
ほうせいか

）も，

モニタリング
も に た り ん ぐ

機能
きのう

を果
は

たしうる機関
きかん

ではあるが，上 述
じょうじゅつ

のとおり，委員
いいん

の構 成
こうせい

におい

て障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の割 合
わりあい

が尐
すく

なく，その運 営
うんえい

においても障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が主 体 的
しゅたいてき

に

関
かん

与
よ

しているものではないため，障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

の聴 取
ちょうしゅ

・反 映
はんえい

が十 分
じゅうぶん

とは言
い

い難
がた

い。 

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

と新
あら

たなモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

との関 係
かんけい

としては，市 町 村
しちょうそん

に

モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

を必置
ひっち

とすることによって，自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を発 展 的
はってんてき

に解
かい

消
しょう

するということも考
かんが

えられる。 

しかし，自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の目 的
もくてき

に「連 携
れんけい

の緊密化
きんみつか

」（８９条
じょう

の２・２項
こう

）と

いうモニタリング
も に た り ん ぐ

に留
と

まらない部分
ぶぶん

が含
ふく

まれることや，現
うつつ

に市 町 村
しちょうそん

の地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の中
なか

には，内部
ないぶ

にＰＴを設置
せっち

して活 発
かっぱつ

に協 議
きょうぎ

を行
おこな

い，関 係
かんけい

機関
きかん

の

連 携
れんけい

強 化
きょうか

を図
はか

っているところもあることを考 慮
こうりょ

し、また、同
おな

じ地域
ちいき

に類似
るいじ

の機関
きかん

が重 複
じゅうふく

することは不効率
ふこうりつ

であること等
とう

を考 慮
こうりょ

すると，自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の目 的
もくてき

の二
ふた

つの柱
はしら

を明確化
めいかくか

して、そのうちの一
ひと

つとして、ケース
け ー す

検 討
けんとう

によって抽 出
ちゅうしゅつ

さ

れる普遍的
ふへんてき

な問 題
もんだい

などを通
とお

しながら政 策
せいさく

の実 現
じつげん

に関
かん

する検 証
けんしょう

→改 善
かいぜん

勧 告
かんこく

（調 査
ちょうさ

・勧 告
かんこく

・提 言
ていげん

・公 表
こうひょう

）機能
きのう

を明確化
めいかくか

し、もうひとつの柱
はしら

として、当 該
とうがい

地域
ちいき

やケース
け ー す

固有
こゆう

の問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するための地域
ちいき

の関 係 者
かんけいしゃ

の連 携
れんけい

を図
はか

るという

目 的
もくてき

がありうる。 
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三
さん

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

を法 的
ほうてき

根 拠
こんきょ

のあるものへ 

１ はじめに 

  あらゆる雑多
ざった

な福 祉 上
ふくしじょう

の問 題
もんだい

を簡易
かんい

迅 速
じんそく

に解
かい

決
けっ

するのが福祉
ふくし

に関
かん

する

苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

である。 

  苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の目 的
もくてき

は，苦 情
くじょう

をきっかけとした福祉
ふくし

施策
しさく

の質
しつ

の向 上
こうじょう

，すなわち

最 終 的
さいしゅうてき

には個々
こ こ

の当事者
とうじしゃ

の生 活
せいかつ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

に繋
つな

げることにある。 

苦 情
くじょう

は「処理
しょり

」すべきリスク
り す く

と捉
とら

えるのではなく，福祉
ふくし

施策
しさく

全 般
ぜんぱん

の質 的
しつてき

向 上
こうじょう

に繋
つな

げるために「解 決
かいけつ

」されるための貴 重
きちょう

なきっかけである。 

２ 現 行
げんこう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

 

    施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

の従 業 員
じゅうぎょういん

が担 当
たんとう

する「苦 情
くじょう

受 付
うけつけ

担 当 者
たんとうしゃ

」は，苦 情
くじょう

の

受 付
うけつけ

，記録
きろく

，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

及
およ

び第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

への報 告
ほうこく

を職 務
しょくむ

とす

る。「苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

」（施設
しせつ

長
ちょう

，理事長
りじちょう

）は苦 情
くじょう

の解 決
かいけつ

に向
む

けた話
はな

し

合
あ

いや苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の仕組
し く

みの広 報
こうほう

を職 務
しょくむ

とする。 

    施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

が選 任
せんにん

する「第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

」は，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

に向
む

けた話
はな

し合
あ

いへの立 会
たちあい

，解 決
かいけつ

案
あん

の調 整
ちょうせい

や助 言
じょげん

等
とう

が職 務
しょくむ

とする。選 任 権 者
せんにんけんしゃ

である

施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

からの中 立 性
ちゅうりつせい

を確保
かくほ

するため無 報 酬
むほうしゅう

が望
のぞ

ましいとされる。 

    「運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

」は，各都道府県社協
かくとどうふけんしゃきょう

に設置
せっち

されている。申 立 人
もうしたてにん

と施設事
しせつじ

業 者
ぎょうしゃ

との話
はな

し合
あ

いのあっせん，不当
ふとう

行為
こうい

が行
おこな

われているおそれがあ

る場合
ばあい

には都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に通知
つうち

することなどを職 務
しょくむ

とする。 

    その他
た

に，「福祉
ふくし

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

」が存 在
そんざい

する場合
ばあい

がある。行 政
ぎょうせい

が設置
せっち

主 体
しゅたい

となっているものや，施設
しせつ

が独自
どくじ

に設置
せっち

したものなど形 態
けいたい

は様 々
さまざま

でばらつき

がある。苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の機能
きのう

を持
も

つことが多
おお

い。 

３ 現 行
げんこう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

の問 題 点
もんだいてん

 

    苦 情
くじょう

の窓 口
まどぐち

となる「受 付
うけつけ

担 当 者
たんとうしゃ

」が，苦 情
くじょう

の対 象
たいしょう

である施設事
しせつじ

業 者
ぎょうしゃ

の従 業 員
じゅうぎょういん

であるから，そもそも施設
しせつ

利用者
りようしゃ

は申
もう

し出
で

を非 常
ひじょう

にやりにくいと

いう本 質 的
ほんしつてき

限 界
げんかい

がある。そして，せっかく申
もう

し出
で

をしても受 付
うけつけ

段 階
だんかい

で

「不満
ふまん

があるなら退 所
たいしょ

せよ」という不利益
ふりえき

が課
か

される対 応
たいおう

が行
おこな

われる例
れい

も

尐
すく

なくない。 

    「第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

」は，施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

が選 任
せんにん

するので，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

に不可欠
ふかけつ

な

公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

に疑問
ぎもん

がある。他方
たほう

、無 償
むしょう

（あるいは実費
じっぴ

程度
ていど

支 給
しきゅう

程度
ていど

）

であるから専 門 的
せんもんてき

知見
ちけん

を有
ゆう

する人 材
じんざい

の確保
かくほ

ができにくい。 

    「運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

」も設置
せっち

される社 協
しゃきょう

自体
じたい

がサービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

である
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から，公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

に疑問
ぎもん

がある。また，制度
せいど

の告知
こくち

が不足
ふそく

して利用例
りようれい

が尐
すく

ない。 

    「福祉
ふくし

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

」についても設置
せっち

の主 体
しゅたい

によっては，公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

の

確保
かくほ

ができにくい場合
ばあい

がある。流 行
りゅうこう

・パフォーマンス的
ぱ ふ ぉ ー ま ん す て き

な導 入
どうにゅう

と思
おも

える例
れい

も

散 見
さんけん

され，オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

の個人的
こじんてき

資質
ししつ

や動機
どうき

に依
い

存
ぞん

する面
めん

が大
おお

きい（質
しつ

や

内 容
ないよう

にばらつきがある）。 

    そして，現 状
げんじょう

の情
じょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

は，施設事
しせつじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する苦 情
くじょう

の処理
しょり

を

想 定
そうてい

したものであり，行 政
ぎょうせい

そのものに対
たい

する苦 情
くじょう

を解
かい

決
けっ

するための

システム
し す て む

については，法 律 上
ほうりつじょう

、具体的
ぐたいてき

な機関
きかん

が設置
せっち

すらされていない。 

 

４ 新
あたら

しい法 的
ほうてき

根 拠
こんきょ

に基
もと

づく「福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

」の設置
せっち

と活 用
かつよう

が必 要
ひつよう

で

ある 

 (１) 公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

確保
かくほ

のために 

    苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

には，公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

の担保
たんぽ

が必須
ひっす

である。この信 頼
しんらい

が得
え

られなければ，苦 情
くじょう

が集
あつ

まらなくなる。ところが，現 状
げんじょう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

は，公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

の確保
かくほ

が疑
うたが

わしい。 

    苦 情
くじょう

の受 付
うけつけ

及
およ

び解 決
かいけつ

を担 当
たんとう

する機関
きかん

としては，施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の

当事者
とうじしゃ

から完 全
かんぜん

に独 立
どくりつ

した福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を設 立
せつりつ

することが必須
ひっす

で

ある。 

 (２) 「福祉
ふくし

オンブズパーソン法
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん ほ う

」など法 的
ほうてき

な裏付
うらづ

けが必 要
ひつよう

 

    現 状
げんじょう

の福祉
ふくし

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

では，質
しつ

や中身
なかみ

のばらつきが大
おお

きい。 

    苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

としては，どこでも一 定
いってい

の質
しつ

と機能
きのう

が担
たん

保
ほ

されなけれ

ばならない。そのためにも，福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

の設置
せっち

運 営
うんえい

等
とう

に関
かん

する新
あたら

しい法 律
ほうりつ

 

「福祉
ふくし

オンブズパーソン法
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん ほ う

」等
とう

を制 定
せいてい

するべきである（「社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

」に

一 章
いっしょう

設
もう

ける方 法
ほうほう

もあろう）。 

 オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

勧 告
かんこく

に従
したが

わないことが違法
いほう

であることが法 律
ほうりつ

に明記
めいき

さ

れることなければ、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

、すなわち苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

は

永 遠
えいえん

に実 効 性
じっこうせい

を伴
ともな

わない。 

 (３) 十 分
じゅうぶん

な苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のための権 限
けんげん

付与
ふ よ

が必 要
ひつよう

 

    福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

についての法 律
ほうりつ

を制 定
せいてい

する際
さい

には，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の

ために必 要
ひつよう

な権 限
けんげん

を付与
ふ よ

する必 要
ひつよう

がある。 
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    たとえば，調 査
ちょうさ

権 限
けんげん

（施設
しせつ

への立
た

ち入
い

り調 査 権
ちょうさけん

や，文 書
ぶんしょ

提 出
ていしゅつ

を求
もと

め

る権 限
けんげん

など），苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のための「勧 告
かんこく

」権 限
けんげん

及
およ

び事案
じあん

の「公 表
こうひょう

」権 限
けんげん

，

施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

が勧 告
かんこく

に従
したが

わない場合
ばあい

には施設
しせつ

の運 営
うんえい

に強 制
きょうせい

関与
かんよ

するなど

の勧 告
かんこく

の実施
じっし

権 限
けんげん

を持
も

たせることなどが考
かんが

えられる。 

    このような法 的
ほうてき

根 拠
こんきょ

のある強
つよ

い権 限
けんげん

を与
あた

えられなければ，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の実 効 性
じっこうせい

が得
え

られない。逆
ぎゃく

に実 効 性
じっこうせい

が得
え

られれば，苦 情
くじょう

申 立 者
もうしたてしゃ

からの

信 頼
しんらい

が得
え

られ，多
おお

くの苦 情
くじょう

が集
あつ

まる。苦 情
くじょう

が多
おお

く集
あつ

まれば，それだけ施設
しせつ

等
とう

の運 営
うんえい

が改 善
かいぜん

でき，ひいては福祉
ふくし

事 業
じぎょう

全 体
ぜんたい

の向 上
こうじょう

が促 進
そくしん

される。 

 (４) アウトリーチ
あ う と り ー ち

機能
きのう

及
およ

び権 限
けんげん

の必 要 性
ひつようせい

 

    福祉
ふくし

分野
ぶんや

での苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

では，単
たん

に苦 情
くじょう

申
もう

し出
で

があるのを待
ま

っているだけ

では不 十 分
ふじゅうぶん

である。 

    施設
しせつ

利用者
りようしゃ

は，日頃
ひごろ

利用
りよう

している施設事
しせつじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する苦 情
くじょう

を心理的
しんりてき

に言
い

いにくいものであるし，苦 情
くじょう

申
もう

し立
た

てすべき事案
じあん

であっても判 断
はんだん

できない

場合
ばあい

もありえる。 

    このような潜在化
せんざいか

しやすい苦 情
くじょう

を積 極 的
せっきょくてき

に拾
ひろ

い出
だ

すための機能
きのう

と権 限
けんげん

を福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

に付与
ふ よ

することが必 要
ひつよう

である。たとえば，日 常 的
にちじょうてき

に

施設内
しせつない

に立
た

ち入
い

り利用者
りようしゃ

と話
はなし

をするなどの権 限
けんげん

が必 要
ひつよう

である。また，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のためのあっせんなどの機会
きかい

において，申 立 人
もうしたてにん

の主 張
しゅちょう

を代 弁
だいべん

する者
もの

を選 任
せんにん

する権 限
けんげん

も必 要
ひつよう

である。 

    こうした機能
きのう

は，公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

と矛 盾
むじゅん

すると捉
とら

える面
めん

もあるかもしれ

ない。しかし，後 見 的
こうけんてき

配 慮
はいりょ

が常
つね

に必 要
ひつよう

とされる福祉
ふくし

の場面
ばめん

で，形 式 的
けいしきてき

な

公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

にこだわることは，むしろ利用者
りようしゃ

を萎 縮
いしゅく

させる危険
きけん

が大
おお

き

い。苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の目 的
もくてき

（福祉
ふくし

事 業
じぎょう

の質 的
しつてき

向 上
こうじょう

）を達 成
たっせい

するために適 切
てきせつ

かどうかの観 点
かんてん

から公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

は判 断
はんだん

されるべきである。 

    なお， 苦 情
くじょう

発 見
はっけん

を 促 進
そくしん

するという 観 点
かんてん

でいえば，スウェーデン
す う ぇ ー で ん

の

「サーラ法
さーらほう

」にみられるように，施設
しせつ

職 員
しょくいん

に対
たい

して施設内
しせつない

での人 権
じんけん

侵 害
しんがい

等
とう

を発 見
はっけん

した場合
ばあい

，福祉
ふくし

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

に報 告
ほうこく

する法 的
ほうてき

な義務
ぎ む

（懈怠
けたい

した場合
ばあい

に

は罰 則
ばっそく

）を課
か

すことも検 討
けんとう

されるべきである。 

 (５) 人 材
じんざい

の育 成
いくせい

と財 源
ざいげん

の確保
かくほ

が必 要
ひつよう

 

    上 記
じょうき

のような権 限
けんげん

を与
あた

える以 上
いじょう

，福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

には，福祉
ふくし

に関
かん

する専 門 的
せんもんてき

知見
ちけん

を有
ゆう

する人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

となる。 

    たとえば，社 会
しゃかい

福祉
ふくし

監 督 者
かんとくしゃ

のような国家
こっか

資格
しかく

を創 設
そうせつ

し，同資格
どうしかく

を有
ゆう

す
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ることをオンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

への就 任
しゅうにん

条 件
じょうけん

とすることが考
かんが

えられよう。 

    また，利用者
りようしゃ

への後 見 的
こうけんてき

配 慮
はいりょ

が必 要
ひつよう

であるという観 点
かんてん

からは，そうし

た当事者
とうじしゃ

の立場
たちば

から交 渉
こうしょう

等
とう

を行
おこな

う 技 術
ぎじゅつ

に長
た

けている弁護士
べんごし

の活 用
かつよう

も

必 要
ひつよう

である。もっとも逆
ぎゃく

に社 会
しゃかい

福祉
ふくし

には素 人
しろうと

だという人 材
じんざい

の活 用
かつよう

も

必 要
ひつよう

である。専門家
せんもんか

が思
おもい

い至
た

らない指摘
してき

が期待
きたい

できる。多様
たよう

な人 材
じんざい

を確保
かくほ

す

ることが重 要
じゅうよう

である。 

    これらの人 材
じんざい

を集
あつ

めるためには，福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

の運 営
うんえい

に十 分
じゅうぶん

な

財 源
ざいげん

を保
たもつ

証
しょう

することが必 要
ひつよう

である。財 源
ざいげん

としては，公費
こうひ

による補助
ほじょ

等
とう

が

必 要
ひつよう

になる。 

 (６) 現 行
げんこう

制度
せいど

（第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

，運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

等
とう

）との関 係
かんけい

 

    苦 情
くじょう

の申 立 人
もうしたてにん

からみて，仕組
し く

みは単 純
たんじゅん

な方
かた

がよい。制度
せいど

が重 複
じゅうふく

して

複雑化
ふくざつか

すると，申 立
もうした

てに対
たい

する萎 縮
いしゅく

効果
こうか

が生
しょう

じる可能性
かのうせい

があるからである。 

    その意味
い み

で，福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

が十 分
じゅうぶん

に機能
きのう

するようになった時点
じてん

で，現 行
げんこう

の上 記
じょうき

各 種
かくしゅ

制度
せいど

は廃
はい

止
し

して，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

を担
にな

う機関
きかん

を福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

に一本化
いっぽんか

すべきである。 

５ 現 状
げんじょう

制度
せいど

の改 善
かいぜん

に向
む

けて 

  将 来 的
しょうらいてき

には，第
だい

４項
こう

で述
の

べたような福祉
ふくし

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

の創 設
そうせつ

が

必 要
ひつよう

であるが，過渡期的
かときてき

においては現 状
げんじょう

制度
せいど

を当 面
とうめん

改 善
かいぜん

する必 要
ひつよう

もある。 

 (１) 苦 情
くじょう

受 付
うけつけ

へのアクセスルート
あ く せ す る ー と

確保
かくほ

と秘密
ひみつ

の保持
ほ じ

が必 要
ひつよう

である 

    現 行
げんこう

の 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の システム
し す て む

の 最 大
さいだい

の 問 題 点
もんだいてん

は ， 苦 情
くじょう

の

アクセスルート
あ く せ す る ー と

が公 正
こうせい

・中 立
ちゅうりつ

に確保
かくほ

されていない点
てん

にある。最 低 限
さいていげん

，苦 情
くじょう

相 談
そうだん

の専 門 的
せんもんてき

窓 口
まどぐち

を施設事
しせつこと

業 者
ぎょうしゃ

の外
そと

に設
もう

ける必 要
ひつよう

がある。 

 (２) 公 正
こうせい

・中 立 性
ちゅうりつせい

の確保
かくほ

が必 要
ひつよう

である 

    「第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

」の選 任
せんにん

権 限
けんげん

を事
こと

業 者
ぎょうしゃ

から第 三 者
だいさんしゃ

に移管
いかん

すべきである。 

    また，「運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

」についても社 協
しゃきょう

から独 立
どくりつ

した機関
きかん

として

再設置
さいせっち

すべきである。 

 (３) 財 源
ざいげん

確保
かくほ

が必 要
ひつよう

である 

    苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

を改 善
かいぜん

するには，専 門 的
せんもんてき

知見
ちけん

を有
ゆう

する人 材
じんざい

が必須
ひっす

である。

したがって，そのような知見
ちけん

を有
ゆう

する人 材
じんざい

を活 用
かつよう

するためにも，公 的
こうてき

な

財 源
ざいげん

支援
しえん

が必 要
ひつよう

である。 

 (４) 苦 情
くじょう

申 立 人
もうしたてにん

の代 弁
だいべん

機能
きのう

が必 要
ひつよう

である 

    施設事
しせつじ

業 者
ぎょうしゃ

と申 立 人
もうしたてにん

は対 等
たいとう

な関 係
かんけい

にない。したがって，福祉
ふくし

分野
ぶんや

にお
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ける 実 質 的
じっしつてき

な 公 正
こうせい

・ 中 立 性
ちゅうりつせい

を 実 現
じつげん

するためには， 申 立 人 側
もうしたてにんがわ

を

エンパワーメント
え ん ぱ わ ー め ん と

することが必須
ひっす

である。 

そのための措置
そ ち

として，弁護士
べんごし

などに業 務
ぎょうむ

の 1 つとして苦 情
くじょう

申 立
もうしたて

代理人
だいりにん

を行
おこな

わせることを可能
かのう

とするための費用
ひよう

援 助
えんじょ

制度
せいど

を設 立
せつりつ

すべきである。費用
ひよう

が担
たん

保
とう

できれば，弁護士
べんごし

等
とう

の中
なか

に，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

を得意
とくい

分野
ぶんや

とする者
もの

が

自主的
じしゅてき

に育
そだ

つ。そのような者
もの

が育
そだ

てば，積 極 的
せっきょくてき

なアウトリーチ
あ う と り ー ち

活 動
かつどう

が実施
じっし

されることも自然
しぜん

に期待
きたい

できる。 

 (５) 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の権 限
けんげん

強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

である 

    単
たん

に当事者間
とうじしゃかん

の話
はな

し合
あ

いのあっせん・助 言
じょげん

にとどまるのではなく，たとえ

ば運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

には，一 定
いってい

の調 査
ちょうさ

権 限
けんげん

（立 入
たちいり

調 査
ちょうさ

権 限
けんげん

，文 書
ぶんしょ

提 出
ていしゅつ

命 令
めいれい

権 限
けんげん

など）や勧 告
かんこく

権 限
けんげん

，事案
じあん

の公 表
こうひょう

権 限
けんげん

等
とう

を付与
ふ よ

する必 要
ひつよう

がある。 

    なお，同委員会
どういいんかい

の勧 告
かんこく

や公 表
こうひょう

には，一 般 的
いっぱんてき

効 力
こうりょく

を持
も

たせるべきである。 

   そうすることで，すでに勧 告
かんこく

や公 表
こうひょう

がなされた事案
じあん

と同 種
どうしゅ

の苦 情
くじょう

原 因
げんいん

行為
こうい

を行
おこな

った別
べつ

の事
こと

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

しては，いきなりより強 力
きょうりょく

な是正
ぜせい

権 限
けんげん

を

行使
こうし

できるようすべきである。それによって，苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

により当 該 事
とうがいこと

業 者
ぎょうしゃ

のみならず，全 体
ぜんたい

の福祉事
ふくしこと

業 者
ぎょうしゃ

の運 営
うんえい

改 善
かいぜん

が期待
きたい

できるからである。 

以 上
いじょう
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四
よん

 不服
ふふく

審査
しんさ

制度
せいど

の抜
ぬ

本 変 革
ほんへんかく

 

 １ はじめに 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

等
とう

の制度
せいど

の利用
りよう

は障 害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

の「権利
けんり

」である以 上
いじょう

、介護給付等
かいごきゅうふなど

を申 請
しんせい

した人
ひと

や介護給付等
かいごきゅうふなど

を受
う

けている人
ひと

が行 政
ぎょうせい

の処 分
しょぶん

に不服
ふふく

があるときに

行 政
ぎょうせい

を相手
あいて

どって争
あらそ

うことができる制度
せいど

が手 続
てつづきて

き的に担保
たんぽ

されていなければなら

ない。 

 このような争
あらそ

いを、広
ひろ

く「争 訟
そしょう

」と呼
よ

ぶが、争 訟
そしょう

には、行 政
ぎょうせい

の組織
そしき

内部
ないぶ

の機関
きかん

に不服
ふふく

を申
もう

し立
た

てる「行 政
ぎょうせい

不服
ふふく

申 立
もうした

て」と、裁 判 所
さいばんしょ

に判 断
はんだん

を求
もと

める「司法
しほう

審査
しんさ

」

＝「訴 訟
そしょう

」等
とう

の２つの種 類
しゅるい

がある。 

 ２ 現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援法下
しえんほうした

における争 訟
あらそしょう

の制度
せいど

、 

 （１） 行 政
ぎょうせい

不服
ふふく

申 立
もうした

て 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、市 町 村
しちょうそん

が実施
じっし

した介護
かいご

給 付
きゅうふ

等
とう

に係
かかわ

る処 分
しょぶん

に不服
ふふく

が生
しょう

じた

場合
ばあい

には、当 該
とうがい

処 分
しょぶん

の適否
てきひ

について、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に対
たい

する審査
しんさ

請 求
せいきゅう

を行
おこな

うこと

となっており、知事
ち じ

の諮問
しもん

機関
きかん

である障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふふく

審査会
しんさかい

（任意
にんい

設置
せっち

）

が審査
しんさ

を行
おこな

っている。この審査会
しんさかい

の構
こう

成 員
せいいん

は公 表
こうひょう

されていないことも尐
すく

なくない

が、多
おお

くの場合
ばあい

医師
い し

などの医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

で占
し

められており、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の構
こう

成 員
せいいん

は尐 数
しょうすう

である。 

 （２） 司法
しほう

審査
しんさ

 

 現 行
げんこう

制度
せいど

では、司法
しほう

審査
しんさ

と不服
ふふく

申 立
もうした

ての関 係
かんけい

について、いわゆる不服
ふふく

申 立
もうした

て

前 置
まえおき

主義
しゅぎ

が採
と

られているため（法
ほう

105条
じょう

）、司法
しほう

手続
てつづ

きを利用
りよう

するためには、まず審査
しんさ

請 求
せいきゅう

の手続
てつづ

きを経
へ

なければならない仕組
し く

みとなっている。 

 ３ 現 在
げんざい

の制度
せいど

の問 題 点
もんだいてん

 

 （１） はじめに 

現 行
げんこう

の介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の決 定
けってい

等
とう

に対
たい

する争 訟
そしょう

の制度
せいど

には、①審査
しんさ

の主 体
しゅたい

、②

審査
しんさ

方 法
ほうほう

、③救 済
きゅうさい

までの期間
きかん

などの点
てん

で種 々
しゅじゅ

の問 題
もんだい

がある。 

 （２） 審査
しんさ

主 体
しゅたい

について 

 現 在
げんざい

の制度
せいど

は、介護
かいご

給 付
きゅうふ

等
とう

の決 定
けってい

をした処 分 庁
しょぶんちょう

である市 町 村
しちょうそん

が行
おこな

った

処 分
しょぶん

について、同
おな

じ行 政
ぎょうせい

内部
ないぶ

に属
ぞく

する都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

が審査
しんさ

をする仕組
し く

みとなって

いるが、このように、処 分 庁
しょぶんちょう

と緊 密
きんみつ

な関 係
かんけい

にある行 政
ぎょうせい

内部
ないぶ

の機関
きかん

による審査
しんさ

に

あっては、事 実 上
じじつじょう

、おのずと処 分 庁
しょぶんちょう

の判 断
はんだん

を肯 定
こうてい

する方 向
ほうこう

の裁 決
さいけつ

が行
おこな

われ

ることが多
おお

いと言
い

わざるを得
え

ない。 

 （３） 審査
しんさ

方 法
ほうほう

について 
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 現 在
げんざい

の不服
ふふく

審査
しんさ

には障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

の関与
かんよ

が制 度 上
せいどじょう

保 障
ほしょう

されておらず、審査
しんさ

手続
てつづ

きは、行 政
ぎょうせい

機関
きかん

内部
ないぶ

で書 面
しょめん

審査
しんさ

を中 心
ちゅうしん

に行
おこな

われる。また委員
いいん

の選 任
せんにん

は行 政
ぎょうせい

の

事務局
じむきょく

の一 存
いちぞん

で決
き

められその選 任
せんにん

の公 平 性
こうへいせい

は確保
かくほ

されていない。そのため、審査
しんさ

に際
さい

しては、当 該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が現 実
げんじつ

に必 要
ひつよう

としている支援
しえん

の内 容
ないよう

や支 給 量
しきゅうりょう

等
とう

をほとんど問 題
もんだい

にすることなく、処 分 庁
しょぶんちょう

が厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

や処 分 庁
しょぶんちょう

自身
じしん

の

作 成
さくせい

したマニュアル
ま に ゅ あ る

・基 準
きじゅん

等
とう

を履
くつ

践
せん

していたかについての形 式 的
けいしきてき

審査
しんさ

しか行
おこな

わ

れないことが多
おお

く（現
げん

に厚
こう

労 省
ろうしょう

はそれでよいという趣旨
しゅし

の指導
しどう

をしている）、不服
ふふく

審査
しんさ

制度
せいど

によっては、審査
しんさ

請 求 人
せいきゅうじん

の生 活
せいかつ

の実 情
じつじょう

に即
そく

した権利
けんり

救 済
きゅうさい

が計
はか

られて

いるとはい言
い

い難
がた

いのが現 実
げんじつ

である。 

 （４） 救 済
きゅうさい

が図
はか

られるまでの期間
きかん

について 

 現 在
げんざい

の制度
せいど

では、審査
しんさ

請 求
せいきゅう

に対
たい

する裁 決
さいけつ

が出
だ

されるまでには多
おお

くの場合
ばあい

相 当
そうとう

の日 数
にっすう

がかかり、不服
ふふく

申 立
もうしたて

前 置
まえおき

主義
しゅぎ

が採
と

られていることとも相
あい

まって、結果的
けっかてき

に

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が救 済
きゅうさい

を受
う

けられるまでの期間
きかん

が不当
ふとう

に長期化
ちょうきか

する傾 向
けいこう

にある。自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく福祉
ふくし

支援
しえん

が障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の行使
こうし

であり、生 活
せいかつ

の基盤
きばん

となるものである以 上
いじょう

，早期
そうき

救 済
きゅうさい

が可能
かのう

となる制度
せいど

設 計
せっけい

がおこなわれなければな

らない。 

 ４ 不服
ふふく

申 立
もうした

て制度
せいど

の抜
ばっ

本 的
ぽんてき

改 善
かいぜん

に関
かん

する提 案
ていあん

 

 （１） はじめに 

 上 記
じょうき

「３」に挙
あ

げたような現 行
げんこう

制度
せいど

の問 題 点
もんだいてん

を改
あらた

めるため、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においては、次
つぎ

のような争 訟
あらそしょう

制度
せいど

を設
もう

けることを提 案
ていあん

する。 

 （２） 行
ぎょう

政 庁
せいちょう

から独 立
どくりつ

した紛 争
ふんそう

処理
しょり

機関
きかん

である準 司 法
じゅんしほう

機関
きかん

の創 設
そうせつ

 

 市 町 村
しちょうそん

による介護
かいご

給 付
きゅうふ

等
とう

の処 分
しょぶん

にかかる紛 争
ふんそう

については、処 分 庁
しょぶんちょう

と同
おな

じ

行 政
ぎょうせい

機関
きかん

である都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

により審査
しんさ

が行
おこな

われる現 在
げんざい

の制度
せいど

を改
あらた

め、新
あら

たに行
ぎょう

政 庁
せいちょう

から独 立
どくりつ

した準 司 法 的
じゅんしほうてき

機関
きかん

を創 設
そうせつ

し、中 立
ちゅうりつ

、公 平
こうへい

な立場
たちば

から紛 争
ふんそう

解 決
かいけつ

が図
はか

られるようなシステム
し す て む

を整備
せいび

する必 要
ひつよう

がある。 

 この機関
きかん

については、「５」で後 述
こうじゅつ

する。 

 （３） 応 答
おうとう

期間
きかん

の法 定
ほうてい

 

 審査
しんさ

請 求
せいきゅう

に対
たい

する裁 決
さいけつ

までに長 期 間
ちょうきかん

かかっている現 状
げんじょう

を改 善
かいぜん

するため、

不服
ふふく

申
もう

し立
た

てに対
たい

する応 答
おうとう

期間
きかん

を法 定
ほうてい

すべきである。（ＣＦ．生 活
せいかつ

保護
ほ ご

について

は、審 査 庁
しんさちょう

は、請 求
せいきゅう

のあった日
ひ

から５０日
にち

以内
いない

に裁 決
さいけつ

を行
おこな

わなければならない

と定
さだ

められている（生 活
せいかつ

保護法
ほごほう

６５条
じょう

１項
こう

）。） 

 （４） 紛 争
ふんそう

の解
かい

決 手 段
けつしゅだん

としていわゆる自由
じゆう

選 択
せんたく

主義
しゅぎ

を採 用
さいよう

すべきである 
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 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が救 済
きゅうさい

を受
う

けるまでに長 期 間
ちょうきかん

がかかる理由
りゆう

の一
ひと

つが、不服
ふふく

申 立
もうしたて

前 置
まえおき

主義
しゅぎ

のために直
ただ

ちに司法
しほう

手続
てつづ

きを利用
りよう

することができないことにある。そのため、

この点
てん

を見直
みなお

して自由
じゆう

選 択
せんたく

主義
しゅぎ

を採 用
さいよう

し、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の判 断
はんだん

で当 初
とうしょ

から司法
しほう

手続
てつづ

きを利用
りよう

できるようにすべきである。 

 （５） 仮
かり

の救 済
きゅうさい

制度
せいど

を創 設
そうせつ

するべきである 

 介護
かいご

給 付
きゅうふ

等
とう

の処 分
しょぶん

が障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の生 命
せいめい

、健 康
けんこう

、生 存 権
せいぞんけん

に直 結
ちょっけつ

することに

かんがみ、裁 決
さいけつ

等
とう

による結 論
けつろん

が出
だ

される前
まえ

にも迅 速
じんそく

に事 実 上
じじつじょう

の救 済
きゅうさい

が図
はか

られ

るよう、仮
かり

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

等
とう

の制度
せいど

を創 設
そうせつ

すべきである。 

 ５ 新
あら

たに創 設
そうせつ

すべき準 司 法
じゅんしほう

機関
きかん

の概 要
がいよう

 

 （１） 設置
せっち

単位
たんい

 

 当 該
とうがい

機関
きかん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

困 難 性
こんなんせい

や、審査
しんさ

請 求
せいきゅう

が障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に経 済 的
けいざいてき

に過 重
かじゅう

な負担
ふたん

とならないことを考 慮
こうりょ

し、各都道府県
かくとどうふけん

に最 低
さいてい

一
ひと

つ以 上
いじょう

を設置
せっち

する

ものとする。 

 （２） 委員
いいん

の構 成
こうせい

等
とう

 

 当 該
とうがい

機関
きかん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

のための一 定
いってい

の専 門 的
せんもんてき

な訓 練
くんれん

を受
う

けた委員
いいん

によって構 成
こうせい

され、各委員
かくいいん

は、処 分 庁
しょぶんちょう

からの独 立 性
どくりつせい

を担
たん

保
ぽ

するため、内 閣
ないかく

総理
そうり

大 臣
だいじん

又
また

は障 害 者
しょうがいしゃ

政 策
せいさく

担 当
たんとう

特 命
とくめい

大 臣
だいじん

により任 命
にんめい

されるべきである。 

 従
したが

って、事務局
じむきょく

はそれらの外 局
がいきょく

扱
あつか

いなどが想 定
そうてい

される。 

 （３） 審査
しんさ

の対 象
たいしょう

 

 当 該
とうがい

機関
きかん

においては、現 行
げんこう

でいえば、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

等
とう

の処 分
しょぶん

に対
たい

する不服
ふふく

の

みならず、自治体
じちたい

独自
どくじ

に設
もう

けている移動
いどう

支援
しえん

などの「地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」等
とう

の施策
しさく

にかかる不利益
ふりえき

（事実
じじつ

行為
こうい

も含
ふく

む）に対
たい

する不服
ふふく

をもその審査
しんさ

の対 象
たいしょう

とすべきであ

る。 

 （４） 審理
しんり

の方 法
ほうほう

等
とう

 

 現 在
げんざい

都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

の不服
ふふく

審査
しんさ

における審理
しんり

には職 権
しょっけん

探知
たんち

主義
しゅぎ

が採 用
さいよう

されている。

そのため、処 分
しょぶん

に対
たい

して不服
ふふく

を申 立
もうした

てた障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の関知
かんち

しないところで資 料
しりょう

が

収 集
しゅうしゅう

され、当事者
とうじしゃ

の関与
かんよ

できない密 室
みっしつ

で審理
しんり

、判 断
はんだん

が行
おこな

われているといっても

過言
かごん

ではない。 

 これを改
あらた

め、新
あら

たに設置
せっち

される準 司 法
じゅんしほう

機関
きかん

における審理
しんり

には、憲 法 上
けんぽうじょう

の要 請
ようせい

である適 正
てきせい

手続
てつづ

き保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

から、当事者
とうじしゃ

である障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の関与
かんよ

の機会
きかい

が

十 分
じゅうぶん

保 障
ほしょう

され、その審理
しんり

においても、民事
みんじ

訴 訟
そしょう

同 様
どうよう

の弁 論
べんろん

主義
しゅぎ

が適 用
てきよう

される

べきである。すなわち、当事者
とうじしゃ

の主 張
しゅちょう

をベース
べ ー す

として審理
しんり

が行
おこな

われ、審査
しんさ

機関
きかん

が独自
どくじ
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に資 料
しりょう

を収 集
しゅうしゅう

したり、審査
しんさ

機関
きかん

が当事者
とうじしゃ

の主 張
しゅちょう

していなかった論理
ろんり

や根 拠
こんきょ

に基
もと

づく判 断
はんだん

を行
おこな

うことは禁止
きんし

されるべきである。 

 加
くわ

えて、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

がこの審査
しんさ

手 続
てつづき

に積 極 的
せっきょくてき

かつ適 切
てきせつ

に関与
かんよ

できるよう、

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の代理人
だいりにん

となるべき弁護士
べんごし

等
とう

へのアクセス
あ く せ す

を容易
ようい

にする制度
せいど

の創 設
そうせつ

も

求
もと

められる。 

 （５） 裁 決
さいけつ

の内 容
ないよう

、効 力
こうりょく

等
とう

 

 現 在
げんざい

の不服
ふふく

審査
しんさ

制度
せいど

では、審査
しんさ

請 求
せいきゅう

に対
たい

して、「却 下
きゃっか

」、「 棄 却
ききゃく

」、「認 容
にんよう

」

という裁 決
さいけつ

が行
おこな

われるのみであり、審査
しんさ

機関
きかん

は原 処 分
げんしょぶん

を直 接
ちょくせつ

変 更
へんこう

する権 限
けんげん

を

持
も

たない。 

 この点
てん

を改
あらた

め、審査
しんさ

機関
きかん

には、中 立
ちゅうりつ

、公 平
こうへい

な専
あつむ

門
もん

機関
きかん

として、その裁 決
さいけつ

にお

いて、具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

内 容
ないよう

、支 給 料
しきゅうりょう

等
とう

を決 定
けってい

し、原 処 分
げんしょぶん

を変 更
へんこう

する一 定
いってい

の

強 制
きょうせい

権 限
けんげん

を持
も

たせるべきである。 
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五
ご

 意思
い し

決 定
けってい

に支援
しえん

を要
よう

する障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

制度
せいど

の確 立
かくりつ

 

１ 基本的
きほんてき

視点
してん

 

(1) 意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の重 要 性
じゅうようせい

 

  障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で暮
く

らす権利
けんり

を保 障
ほしょう

するために必 要
ひつよう

な具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

として、

知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

をもつ方
かた

だけでなく、その社 会 的
しゃかいてき

経 験
けいけん

か

ら十 分
じゅうぶん

な意思
い し

決 定
けってい

をすることが難
むずか

しい方
かた

について、自己
じ こ

の生 活
せいかつ

や権利
けんり

につき、

適 切
てきせつ

な意思
い し

決 定
けってい

を行
おこな

うための支援
しえん

は、極
きわ

めて重 要
じゅうよう

であり、自立
じりつ

生 活
せいかつ

のための

根 幹
こんかん

をなすものとさえいえる。しかし、これまでの障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

において、

身 体
しんたい

介護
かいご

や生 活
せいかつ

支援
しえん

。外 出
がいしゅつ

援 助
えんじょ

や補
ほ

装具
そうぐ

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

など同
おな

じ

ような位置
い ち

づけで、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

のための制度
せいど

構 築
こうちく

が議論
ぎろん

、検 討
けんとう

されることは尐
すく

なかった。 

下記
か き

に述
の

べるような障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に位置
い ち

づけられた意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

について

のパラダイム
ぱ ら だ い む

転 換
てんかん

や、欧 米
おうべい

諸 国
しょこく

における成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を超
こ

える意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

のあり方
かた

が大
おお

きな議論
ぎろん

になってきていることに照
て

らして、今 回
こんかい

の総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においてが、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の制度
せいど

の導 入
どうにゅう

を正 面
しょうめん

から検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

が

ある。 

 (2) 権利
けんり

条
じょう

約
やく

12条
じょう

の法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

の趣旨
しゅし

 

  障 害 者
しょうがいしゃ

は、生 活
せいかつ

のあらゆる場面
ばめん

において、自
みずか

らの意思
い し

をもち、また決 定
けってい

する

ことを権利
けんり

として保 障
ほしょう

されなければならない。それは、自己
じ こ

決 定
けってい

をする権利
けんり

こそ、

自立
じりつ

した生 活
せいかつ

の基本
きほん

であり、機会
きかい

均 等
きんとう

その他
た

の障 害 者
しょうがいしゃ

が社 会
しゃかい

における権利
けんり

の

完 全
かんぜん

な享 有
きょうゆう

と完 全
かんぜん

参加
さんか

をはかる上
うえ

での根 源 的
こんげんてき

な権利
けんり

である。 

障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条 約
じょうやく

は、１２条
じょう

において、法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

に関
かん

して、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を代理
だいり

することで支援
しえん

し、必 要
ひつよう

な場合
ばあい

に本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を制 約
せいやく

する

成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を中 心
ちゅうしん

とする支援
しえん

から、本 人
ほんにん

の行為
こうい

能 力
のうりょく

の完 全 性
かんぜんせい

を基本
きほん

とし

て、意思
い し

決 定
けってい

能 力
のうりょく

を可能
かのう

な限
かぎ

り支援
しえん

することを原 則
げんそく

として、それが困 難
こんなん

な場合
ばあい

に必 要
ひつよう

最
さい

小 限 度
しょうげんど

の本 人
ほんにん

の意思
い し

の代理
だいり

する成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を補完的
ほかんてき

なものと

とらえることに、パラダイム
ぱ ら だ い む

転 換
てんかん

をはかった。 

(3) 意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の射 程
しゃてい

範囲
はんい

 

このことは、法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

に限 定
げんてい

せず、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の生 活 上
せいかつじょう

のあらゆる場面
ばめん

における意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

についても等
ひと

しく保 障
ほしょう

されるべきものである。イギリス
い ぎ り す

の意思
い し

決 定
けってい

支援法
しえんほう

（2005）は、生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

のあらゆる意思
い し

決 定
けってい

につき、その支援
しえん

を位置
い ち

づけたものとして極
きわ

めて示唆的
しさてき

である。 
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そこで、ここでは法 律
ほうりつ

行為
こうい

の判 断
はんだん

場面
ばめん

に限 定
げんてい

することなく、本 人
ほんにん

の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

のあらゆる場面
ばめん

における本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を対 象
たいしょう

として、そ

れをどのように支援
しえん

するか、その中
なか

で、法 律
ほうりつ

行為
こうい

についての意思
い し

決 定
けってい

については

どのようにすべきかについて、今後
こんご

の制度的
せいどてき

枠組
わくぐ

みの提 言
ていげん

を行
おこな

うこととする。 

２ 障 害 者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の現 状
げんじょう

 

現 状
げんじょう

においては、障 害 者
しょうがいしゃ

が何
なん

らかの意思
い し

決 定
けってい

を行
おこな

う際
さい

に、障 害
しょうがい

ゆえに

制 約
せいやく

がある場合
ばあい

にあっては、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を支援
しえん

することが保 障
ほしょう

されている

とはいえない現 状
げんじょう

にある。 

  知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

を例
れい

におくと、具体的
ぐたいてき

な生 活
せいかつ

場面
ばめん

で彼
かれ

らの意思
い し

決 定
けってい

がどのよう

に扱
あつか

われているかというと、①障 害 者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

が本 人
ほんにん

の代 弁
だいべん

機能
きのう

を事 実 上
じじつじょう

果
は

た

す、②入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や作 業 所
さぎょうじょ

の職 員
しょくいん

、GHの世話人
せわにん

、ホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ーや害
がい

ドヘルパ
ど へ る ぱ

ー

等
とう

、本 人
ほんにん

の身近
みぢか

にいる支援者
しえんしゃ

が本 人
ほんにん

の代 弁
だいべん

機能
きのう

を事 実 上
じじつじょう

果
は

たす、③相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

において本 人
ほんにん

の意向
いこう

を踏
ふ

まえた相 談
そうだん

支援
しえん

を行
おこな

う、定期的
ていきてき

な金 銭
きんせん

管理
かんり

や生 活
せいかつ

助 言
じょげん

において、本 人
ほんにん

の意向
いこう

把握
はあく

や意思
い し

決 定
けってい

を促
うなが

す関
かか

わりを行
おこな

う、

あるいは④成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を利用
りよう

している場合
ばあい

に成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

が本 人
ほんにん

の意思
い し

を踏
とう

まえた代理権
だいりけん

の行使
こうし

を行
おこな

う、という状 況
じょうきょう

である。いずれも、家族
かぞく

なり支援者
しえんしゃ

が、その関
かか

わりの中
なか

で事 実 上
じじつじょう

の支援
しえん

を行
おこな

っているにすぎず、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

とい

う支援
しえん

の不可欠性
ふかけつせい

を自覚
じかく

し、職 務
しょくむ

として位置
い ち

づけて保 障
ほしょう

されている枠組
わくぐ

みにはな

っていない。 

  そのため、具体的
ぐたいてき

場面
ばめん

においては、本 人
ほんにん

の主 体
しゅたい

として意思
い し

決 定
けってい

を保 障
ほしょう

する

という点
てん

からは様 々
さまざま

な課題
かだい

が生
しょう

じており、新
あら

たな意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

制度
せいど

の創 設
そうせつ

が

求
もと

められている。 

  ①家族
かぞく

については、特
とく

に親
おや

の場合
ばあい

には保護的
ほごてき

な面
めん

が出
で

ざるをえないため、家族
かぞく

の

意思
い し

なのか本 人
ほんにん

の意思
い し

なのか明 確
めいかく

な区別
くべつ

なく扱
あつか

われ、本 人
ほんにん

には意思
い し

表 示
ひょうじ

が難
むずか

しいと意思
い し

決 定
けってい

を 育
はぐく

むのための関
かか

わりが不 十 分
ふじゅうぶん

なまま家族
かぞく

が意思
い し

決 定
けってい

を

代 行
だいこう

することも多
おお

い。 

②身近
みぢか

な支援者
しえんしゃ

の場合
ばあい

には、直 接
ちょくせつ

の支援
しえん

業 務
ぎょうむ

に付随
ふずい

して、本 人
ほんにん

の意向
いこう

を尊 重
そんちょう

したり、本 人
ほんにん

の意思
い し

を引
ひ

き出
だ

す関
かか

わりをすることもあり、そのような関
かか

わりも意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の中
なか

には必 要
ひつよう

なものであるが、必
かなら

ずしもそれについて職 務
しょくむ

として

自覚的
じかくてき

に取
と

り組
く

まれるわけではなく、また、利用者
りようしゃ

とサービス
さ ー び す

提 供 事
ていきょうこと

業 者
ぎょうしゃ

とい

う本 質 的
ほんしつてき

、内 在 的
ないざいてき

な制 約
せいやく

のある関 係 性
かんけいせい

において、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を

第 一
だいいち

にすることには限 界
げんかい

がある。 
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③相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

における相 談
そうだん

支援
しえん

は、その目 的
もくてき

が地域
ちいき

における自立
じりつ

した

生 活
せいかつ

の支援
しえん

である以 上
いじょう

、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を中 心
ちゅうしん

においた支援
しえん

が望
のぞ

ましいが、

現 実
げんじつ

には、具体的
ぐたいてき

な制度
せいど

活 用
かつよう

や利用
りよう

調 整
ちょうせい

といった観 点
かんてん

で支援
しえん

が行
おこな

われ、その

相 談
そうだん

や日 常 的
にちじょうてき

な見守
みまも

りの過
か

程
ほど

で、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を確 認
かくにん

、尊 重
そんちょう

するするこ

とはできるが、担 当 者
たんとうしゃ

のスキル
す き る

や経 験
けいけん

、事 業 所
じぎょうしょ

としての位置
い ち

づけなどによって、

必
かなら

ずしも意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を柱
はしら

に据
す

えることができる実 践
じっせん

は多
おお

くはない。④成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

においては、法 律
ほうりつ

行為
こうい

についての本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

につき、代理
だいり

行為
こうい

を

行
おこな

い、時
とき

には取 消 権
とりけしけん

行使
こうし

による行為
こうい

能 力
のうりょく

の制 限
せいげん

をもらたす形
かたち

で、本 人
ほんにん

の保護
ほ ご

のための支援
しえん

を行
おこな

うことが予定
よてい

されている。それもまた必 要
ひつよう

な支援
しえん

であるものの、

どんな障 害
しょうがい

があっても、意思
い し

決 定
けってい

は支援
しえん

によって可能
かのう

な限
かぎ

り行
おこな

いうるという

立場
たちば

で、まずは意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

を行
おこな

い、補 充 的
ほじゅうてき

に代理
だいり

行為
こうい

などを行
おこな

うという

制度的
せいどてき

な担保
たんぽ

はない。民 法 上
みんぽうじょう

、「成年被
せいねんひ

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

し、かつ、そ

の心 身
しんしん

の状 態
じょうたい

及
およ

び生 活
せいかつ

の状 況
じょうきょう

に配 慮
はいりょ

しなければならない義務
ぎ む

を負
お

うことと

されている（身 上
しんじょう

配 慮
はいりょ

義務
ぎ む

、民 法
みんぽう

８６８条
じょう

）。」が、今
いま

ある本 人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

することであって、必
かなら

ずしも意思
い し

決 定
けってい

をできるような支援
しえん

を行
おこな

うはことまで法 的
ほうてき

職 務
しょくむ

とされているわけではない。 

以 上
いじょう

のように、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

をとりまくそれぞれの関 係 者
かんけいしゃ

が、支援
しえん

における

自己
じ こ

の指導
しどう

理念
りねん

として、意識的
いしきてき

に本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

の力
ちから

を高
たか

めるための支援
しえん

を行
おこな

うべきであるとはいえても、意思
い し

決 定
けってい

に支援
しえん

を要
よう

する障 害 者
しょうがいしゃ

につき、制度
せいど

として、

意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

そのものを一
ひと

つのメニュ
め に ゅ

ーとして制度化
せいどか

し、これを担
にな

う社 会
しゃかい

資源
しげん

を養 成
ようせい

するということはなかれてきていないのであり、ここに新
あら

たな意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の仕組
し く

み、制度
せいど

を創 設
そうせつ

する意義
い ぎ

があるのである。 

 

３ 創 設
そうせつ

すべき意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の制度
せいど

 

 (1) 全 体
ぜんたい

のイメージ
い め ー じ

 

  意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の制度
せいど

を考
かんが

えるにあたっては、その当事者
とうじしゃ

のライフスタイル
ら い ふ す た い る

全 体
ぜんたい

における様 々
さまざま

な場面
ばめん

、ステージ
す て ー じ

において、どのように意思
い し

決 定
けってい

をする力
ちから

を

支援
しえん

していくか、ということが検 討
けんとう

されなければならない。 

国 際
こくさい

育 成 会
いくせいかい

連 盟
れんめい

のポジションペパ
ぽ じ し ょ ん ぺ ぱ

ーが指摘
してき

するように、幼 尐 期
ようしょうき

における

家庭
かてい

における関
かか

わりから、学 校
がっこう

教 育
きょういく

段 階
だんかい

、そして地域
ちいき

社 会
しゃかい

における生 活
せいかつ

環 境
かんきょう

のそれぞれの場面
ばめん

、ステージ
す て ー じ

において、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

のニーズ
に ー ず

、状 況
じょうきょう

に応
おう

じ

た意思
い し

決 定
けってい

の力
ちから

をつける機会
きかい

が設
もう

けられなければならない。 
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また、意思
い し

決 定
けってい

の前 提
ぜんてい

となる十 分
じゅうぶん

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

について、その当事者
とうじしゃ

の

状 況
じょうきょう

に応
おう

じた合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

による情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

が行
おこな

われなければならない。 

意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

というのは、その時点
じてん

における障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

がどのような意思
い し

決 定
けってい

ができるかという狭
せま

いものではなく、ライフスタイル
ら い ふ す た い る

を通
とお

した持続的
じぞくてき

、

継 続 的
けいぞくてき

な関
かか

わりの全 体
ぜんたい

をさすものである。類 別
るいべつ

すると、①意思
い し

を形 成
けいせい

する支援
しえん

、

②形 成
けいせい

された意思
い し

を表 出
ひょうしゅつ

することを促
うなが

す支援
しえん

、③本 人
ほんにん

の利益
りえき

にかなう意思
い し

決 定
けってい

が適
てき

切
きり

に行
おこな

われるための支援
しえん

であり、これがニーズ
に ー ず

に応
おう

じて重 層 的
じゅうそうてき

に行
おこな

われる必 要
ひつよう

がある。①では、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が「自分
じぶん

のことは自分
じぶん

で決
き

める」ことが

でき、もって自己
じ こ

実 現
じつげん

に資
し

することを特 別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

の段 階
だんかい

から教 育
きょういく

し働
はたら

きか

けることが必 要
ひつよう

である。②では、形 成
けいせい

された意思
い し

が表 出
ひょうしゅつ

されるよう、支援者
しえんしゃ

に

よって促
うなが

す取
と

り組
く

みが必 要
ひつよう

である。障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の身近
みぢか

で気軽
きがる

な相 談
そうだん

相手
あいて

として

存 在
そんざい

し、本 人
ほんにん

との１対
たい

１の対話
たいわ

を通
つう

じ、本 人
ほんにん

の形 成
けいせい

された意思
い し

を確 認
かくにん

した

り、本 人
ほんにん

の形 成
けいせい

された意思
い し

を表 出
ひょうしゅつ

させる働
はたら

きかけを行
おこな

ったり、形 成
けいせい

された意思
い し

がない場合
ばあい

には、本 人
ほんにん

の現 有
げんゆう

能 力
のうりょく

を引
ひ

き出
だ

しながら、本 人
ほんにん

が意思
い し

の形 成
けいせい

を行
おこな

いやすい環 境
かんきょう

整備
せいび

を行
おこな

う（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）。③その上
うえ

で、その時
とき

の能 力
のうりょく

では、

十 分
じゅうぶん

な意思
い し

決 定
けってい

が難
むずか

しい事項
じこう

については、代理
だいり

決 定
けってい

などが行
おこな

われることもある

が、その際
さい

にも意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を通
つう

じて明
あき

らかになる本 人
ほんにん

の最 善
さいぜん

の利益
りえき

にかな

う決 定
けってい

がなされなければならない。 

 (2) 具体的
ぐたいてき

な意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

事 業
じぎょう

と業 務
ぎょうむ

 

  次
つぎ

に、具体的
ぐたいてき

な意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

のサービス
さ ー び す

の制度
せいど

概 要
がいよう

は、次
つぎ

のとおりである。 

① 意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

サービス
さ ー び す

は、介護
かいご

、就 労
しゅうろう

支援
しえん

、居 住
きょじゅう

支援
しえん

、外 出
がいしゅつ

支援
しえん

などと

同 等
どうとう

の価値
か ち

をもつ不可欠
ふかけつ

の支援
しえん

として、総 合
そうごう

福 祉 法 上
ふくしほうじょう

に定
さだ

める支援
しえん

メニュ
め に ゅ

ーとして位置
い ち

づける。 

② その支援
しえん

の利用
りよう

開始
かいし

方 法
ほうほう

は、市 町 村
しちょうそん

、本 人
ほんにん

、家族
かぞく

の申 請
しんせい

に基
もと

づき、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

審査会
しんさかい

で支援
しえん

の要否
ようひ

を認 定
にんてい

する（市 町 村
しちょうそん

は本 人
ほんにん

、家族
かぞく

が申 請
しんせい

し

ない場合
ばあい

にも、ニーズ
に ー ず

がある者
もの

については原 則
げんそく

として認 定
にんてい

を申 請
しんせい

する）。 

   成 人
せいじん

になった時点
じてん

で、原 則
げんそく

として支援
しえん

を必 要
ひつよう

と認 定
にんてい

された全
すべ

ての人
ひと

が

対 象
たいしょう

となり、未成年
みせいねん

のうちは、親 権 者
しんけんしゃ

の申 請
しんせい

に基
もと

づき、利用
りよう

可能
かのう

なものと

する。 

   意思
い し

決 定
けってい

能 力
のうりょく

に問 題
もんだい

がない身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の場合
ばあい

でも、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の申 請
しんせい

に基
もと

づき、契 約
けいやく

に基
もと

づく業 務
ぎょうむ

として、利用
りよう

可能
かのう

なものとする。 

 ③ 一 旦
いったん

、支援
しえん

認 定
にんてい

がなされた人
ひと

への意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

は、市 町 村
しちょうそん

からの受 託
じゅたく
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団 体
だんたい

、もしくは、契 約
けいやく

に基
もと

づき意思
い し

決 定
けってい

支援事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

によって提 供
ていきょう

される。 

サービス
さ ー び す

の量
りょう

は、性 質 上
せいしつじょう

、本 人
ほんにん

の状 況
じょうきょう

によって極
きわ

めて個別性
こべつせい

が強
つよ

く、支援
しえん

の結果
けっか

が客 観 的
きゃくかんてき

に評 価
ひょうか

できないものであるため、報 酬
ほうしゅう

は、支援
しえん

時間
じかん

ではかる

ことはできず、支援
しえん

する当事者
とうじしゃ

の人 数
にんずう

を基 準
きじゅん

として算 定
さんてい

される。 

④ 要否
ようひ

判 定
はんてい

の要 認 定
ようにんてい

を受
う

けた上
うえ

、具体的
ぐたいてき

な意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

業 務
ぎょうむ

担 当 者
たんとうしゃ

は、

特 定
とくてい

の「障 害 者
しょうがいしゃ

Ａさんの意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」と個別
こべつ

指定
してい

され、マンツーマン
ま ん つ ー ま ん

対 応
たいおう

とされ、責 任
せきにん

の所 在
しょざい

が明確化
めいかくか

する。 

意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

に雇用
こよう

、登 録
とうろく

された職 員
しょくいん

の場合
ばあい

もあるし、特
とく

に

事 業 所
じぎょうしょ

に所 属
しょぞく

していない支援員
しえんいん

でも可能
かのう

な仕組
し く

みとする。 

ただし、本 人
ほんにん

との相 性
あいしょう

、信 頼
しんらい

関 係
かんけい

その他
た

の事 情
じじょう

による交 替
こうたい

は可能
かのう

とす

る。 

  意思
い し

決 定
けってい

相 談 員
そうだんいん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

についての十 分
じゅうぶん

な実務
じつむ

経 験
けいけん

と養 成
ようせい

研 修
けんしゅう

を前 提
ぜんてい

として、障 害 者
しょうがいしゃ

の特 性
とくせい

と意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

についての専 門 性
せんもんせい

を

備
そな

えたソーシャルワーカ
そ ー し ゃ る わ ー か

ーとしての水 準
すいじゅん

を確保
かくほ

する。 

  研 修
けんしゅう

・養 成
ようせい

については障 害 者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

への具体的
ぐたいてき

関
かか

わりの中
なか

で、当事者
とうじしゃ

の

視点
してん

で支援
しえん

を行
ぎょう

うことができるようなプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

と様 々
さまざま

な生 活
せいかつ

場面
ばめん

における

実 践
じっせん

事例
じれい

に基
もと

づく支援
しえん

のあり方
かた

についての訓 練
くんれん

等
とう

を中 心
ちゅうしん

とするものにする

ことが重 要
じゅうよう

である。 

  従
したが

って、「報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

チーム
ち ー む

」の提 言
ていげん

し、いずれ創 設
そうせつ

される「相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

」資格
しかく

を有
ゆう

することが望
のぞ

ましい。この相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

資格
しかく

の中
なか

に

意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

養 成
ようせい

コース
こ ー す

などがあるイメージ
い め ー じ

である。 

 ⑤ 「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は、利益相
りえきそう

反
はん

の観 点
かんてん

から、本 人
ほんにん

が現
うつつ

に利用
りよう

する

サービス
さ ー び す

の提 供 事
ていきょうこと

業 者
ぎょうしゃ

に所 属
しょぞく

する者
もの

が担
にな

うことはできない。また、他
ほか

の

相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

などとの兼務
けんむ

はできるとしても、本 人
ほんにん

との十 分
じゅうぶん

な関
かか

わりが保 障
ほしょう

さ

れるための環 境
かんきょう

と担 当
たんとう

する件 数
けんすう

について配 慮
はいりょ

がなされなければならない（お

おむね、専 任
せんにん

の場合
ばあい

で、一人
ひとり

１０人
にん

程度
ていど

が適 当
てきとう

か）。 

 ⑥ 「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は、本 人
ほんにん

の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

、社 会
しゃかい

生 活 上
せいかつじょう

の意思
い し

決 定
けってい

に

つき、その本 人
ほんにん

の能 力
のうりょく

についての十 分
じゅうぶん

な評 価
ひょうか

の上
うえ

、それをより高
たか

めるため

の継 続 的
けいぞくてき

、発 展 的
はってんてき

視点
してん

で、支援
しえん

を行
おこな

う。具体的
ぐたいてき

な事 実 上
じじつじょう

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の関
かか

わりは、家族
かぞく

、他
ほか

の支援
しえん

を提
つつみ

供
きょう

する福祉
ふくし

職 員
しょくいん

、医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

職 員
しょくいん

なども多層的
たそうてき

に行
おこな

うが、意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

は、それら全 体
ぜんたい

の関
かか

わりをマネジメント
ま ね じ め ん と

し、かつ、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

をはじめとして本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

に
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中 心 的
ちゅうしんてき

な役 割
やくわり

と責 任
せきにん

をもつ。 

   チーム
ち ー む

の中 心
ちゅうしん

は本 人
ほんにん

であることは当 然
とうぜん

であるが、チーム
ち ー む

の事務
じ む

局 長
きょくちょう

、業 務
ぎょうむ

担 当
たんとう

責 任 者
せきにんしゃ

として、恒 常 的
こうじょうてき

なチーム
ち ー む

責 任 者
せきにんしゃ

の役 割
やくわり

を果
は

たす。 

   そのため「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は、本 人
ほんにん

のこれまでの生 活 歴
せいかつれき

における意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の状 況
じょうきょう

や、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

に影 響
えいきょう

のある家族
かぞく

その他
た

の資源
しげん

を評
ひょう

価
あたい

し、意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

計 画
けいかく

をたて、本 人
ほんにん

に関
かか

わる支援者
しえんしゃ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

に

支援
しえん

方 針
ほうしん

を徹 底
てってい

し、チェック
ち ぇ っ く

も行
おこな

うとともに、週
しゅう

１回
かい

以 上
いじょう

、本 人
ほんにん

との面 談
めんだん

や生 活
せいかつ

状 況
じょうきょう

の確 認
かくにん

の中
なか

で、具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

を行
おこな

う。 

なお、「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」はあくまでも意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

を行
おこな

うものであり、

自
みずか

ら金 銭
きんせん

管理
かんり

を行
おこな

ったり、意思
い し

決 定
けってい

の代理
だいり

・代 行
だいこう

を行
おこな

うことはしない。 

⑦ 「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」による支援
しえん

は、客 観 的
きゃくかんてき

な数 量 化
すうりょうか

や評 価
ひょうか

がしにくい面
めん

があり、また、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

という人 格
じんかく

の中 核
ちゅうかく

に関
かか

わる支援
しえん

であること

から、第 三 者
だいさんしゃ

による評 価
ひょうか

が重 要
じゅうよう

であり、障 害 者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

による不服
ふふく

や苦 情
くじょう

、

支援
しえん

状 況
じょうきょう

の客 観 的
きゃくかんてき

評 価
ひょうか

などのため、市 町 村
しちょうそん

に意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

についての

評 価
ひょうか

機関
きかん

を設
もう

けて、その職 務
しょくむ

執 行
しっこう

の適 正
てきせい

を担
たん

保
ほ

する。 

⑧ 従 来
じゅうらい

の「相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

」との関 係
かんけい

については、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

は、

主
しゅ

として、本 人
ほんにん

の日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

と住
す

まいの場
ば

をどこに求
もと

めるかにつき福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

をどのように利用
りよう

するのかを対 象
たいしょう

として業 務
ぎょうむ

が行
おこな

われるのであり、そ

の過程
かてい

で本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を支援
しえん

する関
かか

わりがなされる一 方
いっぽう

、本 人
ほんにん

のあらゆ

る生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

についての意思
い し

決 定
けってい

を支援
しえん

をするものではない。また、現 行
げんこう

の

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

は、実務
じつむ

経 験
けいけん

も専 門 性
せんもんせい

もない職 員
しょくいん

が従 事
じゅうじ

しているとこ

ろが多
おお

くを占
し

めている現 状
げんじょう

があり、そこに全 般 的
ぜんぱんてき

な障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の特 性
とくせい

に

配 慮
はいりょ

した意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を担
にな

わせることは難
むずか

しく、あくまでも上 記
じょうき

の支援
しえん

に

関 連
かんれん

して、意思
い し

決 定
けってい

を支援
しえん

する補助的
ほじょてき

な役 割
やくわり

であり、「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」

のマネジメント
ま ね じ め ん と

と下
した

で、連 携
れんけい

・協 働
きょうどう

して支援
しえん

を行
おこな

うこととなる。 

⑨ 相 談
そうだん

支援
しえん

（茨 木
いばらき

座 長
ざちょう

）チーム
ち ー む

の第
だい

１期
き

報 告
ほうこく

との関 係
かんけい

 

 ア
あ

 局 面
きょくめん

 

茨 木
いばらき

チーム
ち ー む

第
だい

１期
き

報 告
ほうこく

は、福祉
ふくし

施策
しさく

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

に至
いた

るプロセス
ぷ ろ せ す

の局 面
きょくめん

が主
しゅ

な念 頭
ねんとう

にあると思
おも

われるが本 書
ほんしょ

が提 言
ていげん

する意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

は生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

における役 割
やくわり

がある。 

イ
い

 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

での役 割
やくわり

 

 「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」も当 然
とうぜん

、茨 木
いばらき

チーム
ち ー む

の提 言
ていげん

する「本 人
ほんにん

及
およ

び相 談
そうだん

支援
しえん
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専 門 員
せんもんいん

と市 町 村 間
しちょうそんかん

で協 議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

」の局 面
きょくめん

にも役 割
やくわり

を果
は

たして関与
かんよ

して

いくことなる。 

「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は、本 人
ほんにん

の生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

（療 育
りょういく

・教 育
きょういく

・就 労
しゅうろう

支援
しえん

・

就 労
しゅうろう

・生 活
せいかつ

の場
ば

・家族
かぞく

・趣味
しゅみ

嗜好
しこう

・人 間
にんげん

関 係
かんけい

等
とう

）・人 生
じんせい

を長 期 間
ちょうきかん

にわた

って全 般 的
ぜんぱんてき

に理解
りかい

して人 生
じんせい

の伴
はん

走 者
そうしゃ

に近
ちか

い関 係
かんけい

で信 頼
しんらい

関 係
かんけい

を構 築
こうちく

し

ているマンツーマン
ま ん つ ー ま ん

の恒 常 的
こうじょうてき

なアドバイザ
あ ど ば い ざ

ーであるため、支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

等
とう

局 面
きょくめん

が限 定
げんてい

された相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの職 員
しょくいん

としての相 談
そうだん

支援員
しえんいん

（担 当
たんとう

職 員
しょくいん

）より、更
さら

に本 人
ほんにん

の人 生
じんせい

設 計
せっけい

全 般
ぜんぱん

や本 人
ほんにん

の希望
きぼう

・特 性
とくせい

に応
おう

じた極
きわ

め細
こま

やかな丁 寧
ていねい

な助 言
じょげん

が可能
かのう

となる。 

 他方
たほう

、相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの職 員
しょくいん

は、他
ほか

のケース
け ー す

も多数
たすう

経 験
けいけん

するなかで、そ

の地域
ちいき

の資源
しげん

や様 々
さまざま

なノウハウ
の う は う

や福祉
ふくし

制度
せいど

等
とう

の知見
ちけん

に精
せい

通
とお

している専門家
せんもんか

と

しての立場
たちば

から、普遍的
ふへんてき

アドバイス
あ ど ば い す

が可能
かのう

であり、その両 者
りょうしゃ

は二律背反
にりつはいはん

するも

のでなく、両 者
りょうしゃ

の利点
りてん

を補
おぎな

いながら、本 人
ほんにん

のための支援
しえん

をより充 実
じゅうじつ

させてい

くことになる。 

⑩ 解 任
かいにん

・選 任
せんにん

権 限
けんげん

や苦 情
くじょう

申 立
もうした

てシステム
し す て む

も用意
ようい

しておく 

  本 人
ほんにん

の意
い

に沿
そ

わない支援
しえん

活 動
かつどう

を行
おこな

う意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

に対
たい

する解 任
かいにん

権 限
けんげん

、

支援員
しえんいん

選 択
せんたく

権 限
けんげん

や、意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

の 業 務
ぎょうむ

に 対
たい

する 苦 情
くじょう

申
もう

し立
た

て

システム
し す て む

なども用意
ようい

しておく必 要
ひつよう

がある。   

⑪ 「報 酬
ほうしゅう

・人 材
じんざい

チーム
ち ー む

（藤 岡
ふじおか

座 長
ざちょう

）意見書
いけんしょ

」との関 係
かんけい

 

  同意
どうい

見 書
けんしょ

では次
つぎ

のとおり提 言
ていげん

されている。 

［結 論
けつろん

２］当事者
とうじしゃ

の立場
たちば

に立
た

つ地域
ちいき

移行
いこう

を実 現
じつげん

するため「相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

」

制度
せいど

を創 設
そうせつ

する。 

  当意見書
とういけんしょ

もこの意見書
いけんしょ

と両 立
りょうりつ

するものである。 

  すなわち、ここで創 設
そうせつ

される「相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

」は資格
しかく

であり、「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は法 律 上
ほうりつじょう

の福祉
ふくし

支援
しえん

業 務
ぎょうむ

における職 務 上
しょくむじょう

の立場
たちば

・地位
ち い

である。 

  よって、意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

がその専 門 性
せんもんせい

や知見
ちけん

を高
たか

めるために、「相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

資格
しかく

」を取 得
しゅとく

することは望
のぞ

ましいことである。 

 

４ 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

との関 係
かんけい

 

 (1) 意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

と射 程
しゃてい

範囲
はんい

の区別
くべつ

 

  権利
けんり

条 約
じょうやく

のパラダイム
ぱ ら だ い む

にもかかわらず、現 実
げんじつ

には、様 々
さまざま

な社 会
しゃかい

の法 律
ほうりつ

行為
こうい

について、これを全
すべ

て意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

により、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が全
すべ

て自
みずか

ら決 定
けってい

す
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ることができるとすることは困 難
こんなん

であり、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の制度
せいど

が成
しげる

熟
じゅく

し、

ライフスタイル
ら い ふ す た い る

全 般
ぜんぱん

と社 会
しゃかい

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

に向
む

けられた環 境
かんきょう

整備
せいび

が整
ととの

うまで

は、法 律
ほうりつ

行為
こうい

についての代理
だいり

行為
こうい

は必 要
ひつよう

であり、その意味
い み

で、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は、

意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

とは別
べつ

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

制度
せいど

として、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

の資源
しげん

とし

て、適 切
てきせつ

な制度
せいど

運 用
うんよう

が求
もと

められる。 

また、法 律
ほうりつ

行為
こうい

以外
いがい

の意思
い し

決 定
けってい

については、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の射 程
しゃてい

範囲
はんい

では

ないため、そこにおいては意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

のみがその役 割
やくわり

を果
は

たすことになる。 

 (2) 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の代理
だいり

行為
こうい

の補 充 性
ほじゅうせい

の原 則
げんそく

 

とはいえ、法 律
ほうりつ

行為
こうい

についての意思
い し

決 定
けってい

についても、本 人
ほんにん

の行為
こうい

能 力
のうりょく

の

完 全 性
かんぜんせい

を謳
うた

った障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の理念
りねん

に照
て

らし、可能
かのう

な限
かぎ

り、本 人
ほんにん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて自
みずか

ら法 律
ほうりつ

行為
こうい

を判 断
はんだん

しうるための支援
しえん

（意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

）が、「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」と成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の協 働
きょうどう

によって優 先
ゆうせん

されなければならず、そ

れで不 十 分
ふじゅうぶん

な場合
ばあい

の補 充 的
ほじゅうてき

なものとして、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

による法 律
ほうりつ

行為
こうい

の代理
だいり

や財 産
ざいさん

管理
かんり

などが行
おこな

われるべきである。 

そのことを保 障
ほしょう

するために、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の職 務
しょくむ

規範
きはん

として、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の 優
ゆう

先
さき

と 本 人
ほんにん

の意思
い し

確 認
かくにん

による最 善
さいぜん

の利益
りえき

の 考 慮
こうりょ

原 則
げんそく

を、

民 法 上
みんぽうじょう

の義務
ぎ む

として規定
きてい

すべきである。 

また、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

による同意権
どういけん

・取 消 権
とりけしけん

の行使
こうし

も、本 人
ほんにん

が行
おこな

った法 律
ほうりつ

行為
こうい

の失 敗
しっぱい

について、本 人
ほんにん

の利益
りえき

の保護
ほ ご

のために、他
ほか

の一 般 的
いっぱんてき

な救 済
きゅうさい

手 段
しゅだん

（消 費 者
しょうひしゃ

契 約 法
けいやくほう

や民 法
みんぽう

などによる救 済
きゅうさい

手 段
しゅだん

）によることができない場合
ばあい

の

補 充 的
ほじゅうてき

なものとする原 則
げんそく

を法 定
ほうてい

すべきである。 

 (3) 意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

と成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の職 務
しょくむ

の関 係
かんけい

 

  「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」による支援
しえん

計 画
けいかく

と成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

による支援
しえん

計 画
けいかく

は、

意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

の 優
ゆう

先 原 則
せんげんそく

からいって、 全 体 的
ぜんたいてき

な支援
しえん

計 画
けいかく

を意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

が立
た

てる中
なか

で、法 律
ほうりつ

行為
こうい

に関
かか

わる部分
ぶぶん

について、これを成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

と連 携
れんけい

して支援
しえん

計 画
けいかく

を構 築
こうちく

して、協 働
きょうどう

するという関 係
かんけい

に立
た

つ。 

  そして、本 人
ほんにん

の生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

についての情 報
じょうほう

や定期的
ていきてき

な本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

の

状 況
じょうきょう

について把握
はあく

し、評 価
ひょうか

することのできる「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」は、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

の法 律
ほうりつ

行為
こうい

の代理
だいり

行為
こうい

などの判 断
はんだん

について、重 要
じゅうよう

な情 報
じょうほう

提 供 者
ていきょうしゃ

と

して、その連 携
れんけい

は極
きわ

めて重 要
じゅうよう

であるばかりでなく、時
とき

には、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

の

職 務
しょくむ

が 本 人
ほんにん

の意思
い し

を 尊 重
そんちょう

し、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を 優 先
ゆうせん

しているかどうかを

チェック
ち ぇ っ く

し、その濫 用
らんよう

を防止
ぼうし

するためにも、その役 割
やくわり

を果
は

たすことが期待
きたい

される。 
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  成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

も、その職 務
しょくむ

を通
つう

じて、日 常 的
にちじょうてき

な「意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

」に

よる支援
しえん

が、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

を不当
ふとう

に歪
ゆが

めたり、保護的
ほごてき

な関 係 性
かんけいせい

に陥
おちい

ってい

ないかなどのチェック
ち ぇ っ く

を行
おこな

うことも可能
かのう

である。 

  その意味
い み

で、意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

と 成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

は、相互
そうご

の 連 携
れんけい

と

チェックアンドバランス
ち ぇ っ く あ ん ど ば ら ん す

の関 係
かんけい

で、本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

に対
たい

して重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

をになっていくことになる。 

 (4) 成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の報 酬
ほうしゅう

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

 

  成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の活 用
かつよう

は、今後
こんご

も、十 分
じゅうぶん

な意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を前 提
ぜんてい

として、な

お 一 定
いってい

の場合
ばあい

の意思
い し

決 定
けってい

の代理
だいり

を 行
おこな

うために 必 要
ひつよう

な制度
せいど

であり、また、

本 提 言
ほんていげん

で創 設
そうせつ

される意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

制度
せいど

が存 在
そんざい

しない現時点
げんじてん

においては、

本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を含
ふく

めた権利
けんり

擁護
ようご

のために活 用
かつよう

が促 進
そくしん

されるべきである。

しかし、現 状
げんじょう

では、後 見 人
こうけんにん

等
とう

の報 酬
ほうしゅう

が本 人
ほんにん

負担
ふたん

とされていることから、

後 見 人
こうけんにん

等
とう

の担
にな

い手
て

に親 族
しんぞく

以外
いがい

の者
もの

を確保
かくほ

することに大
おお

きな支 障
ししょう

があり、その

活 用
かつよう

が進
すす

まない大
おお

きな要 因
よういん

となっている。 

  成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

が基本的
きほんてき

人 権
じんけん

に基
もと

づく権利
けんり

であるならば、利用
りよう

のたび

に本 人
ほんにん

の資産
しさん

が減 額
げんがく

していく仕組
し く

みは本 質 的
ほんしつてき

な矛 盾
むじゅん

である。換 言
かんげん

すると

現 行
げんこう

成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

が、旧 家
きゅうか

制度
せいど

の存 続
そんぞく

のために存 在
そんざい

した禁治産
きんちさん

制度
せいど

から

抜 本 的
ばっぽんてき

な転 換
てんかん

がなされずに、本 人
ほんにん

の人 間
にんげん

としての尊 厳
そんげん

を保 障
ほしょう

する人 権
じんけん

保 障
ほしょう

制度
せいど

と位置付
い ち づ

けられず、民 法
みんぽう

の私的
してき

自治
じ ち

制度
せいど

を維
い

持
じ

するために存 在
そんざい

してい

るという本 質 的
ほんしつてき

限 界
げんかい

を指摘
してき

せざるを得
え

ない。 

現 状
げんじょう

に即
そく

していえば、法
ほう

の理念
りねん

チーム
ち ー む

の意見書
いけんしょ

と同
おな

じ意見
いけん

であるが、障 害 者
しょうがいしゃ

が成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を利用
りよう

する場合
ばあい

の申 立
もうしたて

費用
ひよう

及
およ

び報 酬
ほうしゅう

については、原 告
げんこく

の

成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の抜
ばっ

本 的
ぽんてき

改 正
かいせい

を前 提
ぜんてい

として、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の一
ひと

つとして支 給
しきゅう

する制度
せいど

を新 設
しんせつ

し、裁 判 所
さいばんしょ

の後 見
こうけん

報 酬
ほうしゅう

の決 定
けってい

に基
もと

づき、

全 額
ぜんがく

を個別
こべつ

給 付
きゅうふ

として後 見 人
こうけんにん

等
とう

が代理
だいり

受 領
じゅりょう

できるようにすべきである。 

５ 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

との関 係
かんけい

 

  意思
い し

決 定
けってい

支援員
しえんいん

による意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

は、あくまでも本 人
ほんにん

が自
みずか

ら意思
い し

決 定
けってい

を

行
おこな

うことに向
む

けられた支援
しえん

であるから、本 人
ほんにん

に代
か

わって一 定
いってい

の金 銭
きんせん

管理
かんり

などを

行
おこな

うことは、本 人
ほんにん

の意思
い し

に基
もと

づく委任
いにん

であったとしてもその職 務
しょくむ

の中
なか

に含
ふく

める

べきではない（現 実
げんじつ

には金 銭
きんせん

管理
かんり

の要 請
ようせい

もあるかもしれないが、理念形
りねんけい

として

の確 認
かくにん

）。 

したがって、現 行
げんこう

の社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

を根 拠
こんきょ

とする「日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」
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による金 銭
きんせん

管理
かんり

や見守
みまも

りサポート
さ ぽ ー と

は、一 定
いってい

のニーズ
に ー ず

に対
たい

して活 用
かつよう

されるべき

資源
しげん

として位置
い ち

づけることになる。本 人
ほんにん

の金 銭
きんせん

管理
かんり

能 力
のうりょく

の状 況
じょうきょう

によって、これ

を活 用
かつよう

しつつ、同 事 業
どうじぎょう

の支援
しえん

計 画
けいかく

や生 活
せいかつ

支援員
しえんいん

の関
かか

わりを、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

計 画
けいかく

全 体
ぜんたい

の中
なか

に位置
い ち

づけ、連 携
れんけい

した支援
しえん

を行
おこな

うことになる。 

 

六
ろく

 権利
けんり

擁護員
ようごいん

（アドボカシ
あ ど ぼ か し

ー制度
せいど

）の設置
せっち

との関 係
かんけい

 

    法
ほう

の目 的
もくてき

・理念
りねん

チーム
ち ー む

の意見書
いけんしょ

では次
つぎ

のとおり提 言
ていげん

されている。  

第
だい

８ 権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の設置
せっち

この法
ほう

における権利
けんり

を十 全
じゅうぜん

に保 障
ほしょう

し、かつ侵 害
しんがい

され

ないために、権利
けんり

保 障
ほしょう

・擁護
ようご

機関
きかん

設置
せっち

の必 要 性
ひつようせい

を提 言
ていげん

する。 

 この法 律
ほうりつ

による障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を保 障
ほしょう

し、権利
けんり

侵 害
しんがい

されないために権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

制度
せいど

を置
お

くべきと考
かんが

える。権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

は行 政
ぎょうせい

および事 業 所
じぎょうしょ

から独 立
どくりつ

して作
つく

られた権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

によって提 供
ていきょう

されるべきである。権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の構
かまえ

成 員
せいいん

の過半数
かはんすう

を障 害 者
しょうがいしゃ

とし、国
くに

は十 分
じゅうぶん

な財 政
ざいせい

保 障
ほしょう

を行
おこな

うべきである。

権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は 障 害 者
しょうがいしゃ

の 要 請
ようせい

に 基
もと

づき 公費
こうひ

で弁護士
べんごし

を個別
こべつ

障 害 者
しょうがいしゃ

に

保 障
ほしょう

することが望
のぞ

まれる。 

 そして、これらの権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

は、本 法
ほんほう

に限
かぎ

らず、「障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」

「障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

禁止法
きんしほう

」その他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する関 係
かんけい

法 令
ほうれい

に関
かん

する

権利
けんり

の擁護
ようご

全 般
ぜんぱん

を司
つかさど

る機関
きかん

とすることが望
のぞ

ましい。 

  法
ほう

提 言
ていげん

もこの権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

と両 立
りょうりつ

し、賛 同
さんどう

するものである。 

  法
ほう

の理念
りねん

チーム
ち ー む

で提 言
ていげん

されたことは、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を過半数
かはんすう

とする権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

（委員会
いいんかい

のようなもの）を設 立
せつりつ

し、それが、個別
こべつ

の障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

侵 害
しんがい

を防止
ぼうし

するために、弁護士
べんごし

等
とう

を個別的
こべつてき

に「権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

（アドボカシ
あ ど ぼ か し

ー）」として認 定
にんてい

し、

費用
ひよう

を公費
こうひ

として、個別
こべつ

保 障
ほしょう

する制度
せいど

である。 

  それは差別
さべつ

禁止
きんし

、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

の面
めん

でも活 躍
かつやく

することが期待
きたい

される資質
ししつ

と権 限
けんげん

を

有
ゆう

することが望
のぞ

ましいものと想 定
そうてい

されている。 

  本 提 言
ほんていげん

での意思
い し

決 定
けってい

支援者
しえんしゃ

は、それよりもより、日 常 的
にちじょうてき

に生 活
せいかつ

に密 着
みっちゃく

し、

人 生 設 計
じんせいせっけい

から余暇
よ か

活 動
かつどう

に至
いた

るまで広
ひろ

く本 人
ほんにん

の潜 在 的
せんざいてき

な意思
い し

と能 力
のうりょく

を引
ひ

き

出
だ

しながらアドバイザ
あ ど ば い ざ

ー、伴
とも

走 者
そうしゃ

として本 人
ほんにん

に寄
よ

り添
そ

っていく存 在
そんざい

である。 

以
い

 上
うえ

 


